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～はじめに～この計画は、西尾市が令和８年度から取り組むこ
とを準備してきました「つながりの輪支えあい事業」について、
市民の皆さんや支援現場の皆さんに理解していただくために作成
したものです。この計画は、次の４章からつくられています。 

第１章 どんな事業か、事業が必要とされる理由などを説明 
第２章 計画を作ったチームや準備期間の取組みを説明  次頁へ

☛
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（３）つながりの輪支えあい事業をどう進めるか（移行方針） ・・・・・・・・・・・ ３１ 

①包括的相談支援事業～現状・課題・移行方針～ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・３２ 

●つながりの輪サポートステーション（つなサポ）の仕事 ・・・・・・・・・  ３４ 
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●令和７年度に取組んだ参加支援の実証実験・調査研究・・・・・・・・・・・・３９ 

③地域づくり事業～現状・課題・移行方針～・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４１ 

●多様なニーズに対応できる３つの地域づくり事業計画・・・・・・・・・・・・４３ 

④アウトリーチ等事業【新しい事業】～現状・課題・移行方針～・・・・・・４６ 

 ●支援側を専門的に援助するアウトリーチ等事業計画・・・・・・・・・・・・・・４９ 

⑤多機関協働事業【新しい事業】～現状・課題・移行方針～・・・・・・・・・・５１ 

 ●つながりの輪ワーキングチームの関係図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

●西尾市のサポート会議（多機関協働）で大切にしたいこと ・・・・・・・・５５ 

●西尾市のつなぐシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 
（４）つながりの輪支えあい事業の支援体制図（イメージ）・・・・・・・・・・・・・ ５８ 

 

４  つながりの輪支えあい事業の目標と改善サイクル 

（１）つながりの輪支えあい事業で目指すこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

（２）つながりの輪支えあい事業の改善サイクル（ＰＤＣＡ）・・・・・・・・・・・ ６０ 

つなサポ（つながりの 輪支え 
あい事業）の シンボル マーク → 

第３章 事業の考え⽅や具体的な進め⽅を説明【重要】 
第４章 事業の目指す姿や目標を説明 

【この計画の読み方】 

 
多様な分野のつながりの輪から自律
が芽生え新しい一歩を踏み出す姿を
イメージ。輪の右上にある切れ目は、制
度の狭間を意味し、つなサポと既存の
相談窓口が連携し、それぞれの役割を
超えて支えあうことで、それを埋めてい
くことを表現しています。 
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つながりの輪支えあい（重層）事業とはどんな事業なの？ 

  

（１）これまでの支援で対応しきれない複雑な困りごとへの新しい支援の仕組み

(改正社会福祉法で令和３年に創設された支援体制) 

  重層的支援体制整備事業（以下「重層事業」）とは、誰もが安心して暮らせる

「地域共生社会」を目指し、改正された社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

により令和 3 年に創設された事業です。これは、市町村が住民の複雑な困りごと

に対応できるよう、年齢や状況に関わらず相談を受け止め、社会参加を促し、地

域で支えあう仕組みを一体的に提供するものです。国（厚生労働省）では、重層

事業の創設意図を以下のとおり説明しています。 

  

▼厚生労働省『地域共生社会のポータルサイト』→重層的支援体制整備事業につ

いて→社会福祉法改正による新たな事業の創設の背景 より 

  この事業の創設は、これまでの福祉制度・政策と、人びとの生活そのものや生活を送る

中で直面する困難・生きづらさの多様性・複雑性から表れる支援ニーズとの間にギャップが

生じてきたことを背景としています。 

日本の社会保障は、人生において典型的と考えられる課題の解決を目指すという、基本的

なアプローチの下で発展してきました。このため、日本の福祉制度・政策は、子ども・障が

い者・高齢者といった対象者の属性や要介護・虐待・生活困窮といったリスクごとに制度を

設け、現金・現物給付の提供や専門的支援体制の構築を進めることで、その内容は、質量と

もに充実してきました。 

一方で、人びとのニーズに目を向ければ、例えば、社会的孤立をはじめとして、生きる上

での困難・生きづらさはあるが既存の制度の対象となりにくいケースや、いわゆる「8050」

やダブルケアなど個人・世帯が複数の生活上の課題を抱えており、課題ごとの対応に加えて

これらの課題全体を捉えて関わっていくことが必要なケースなどが明らかとなっています。 

このような困難・生きづらさの多様性や複雑性は、以前も存在していました。しかし、か

つては、血縁・地縁・社縁などの共同体の機能がこれを受け止め、また、安定した雇用等に

よる生活保障が強かった時点では、福祉政策においても強く意識されてこなかったのだと考

えられます。 

しかし、かつて日本社会を特徴づけていた社会のあり方が変わり、それに伴って国民生活

も変化する中で、様々な支援ニーズとして表れてきています。そして、これまでの福祉政策

が整備してきた、子ども・障がい者・高齢者・生活困窮者といった対象者ごとの支援体制だ

けでは、人びとが持つ様々なニーズへの対応が困難になっています。 

その一方で、地域の様々な動きに目を向けると、人と人とのつながりや参加の機会を生み

育む多様な活動を通して、これまでの共同体とは異なる新たな縁が生まれています。その中
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には、特定の課題の解決を念頭に始まる活動だけでなく、参加する人たちの興味や関心から

活動が始まりそれが広がったり横につながったりしながら関係性が豊かなコミュニティが生

まれている活動もあります。 

厚生労働省では、このように、社会の変化に伴って生じている課題と、これからの可能性

の両方に目を向けた上で、重層的支援体制整備事業を設計してきました。 
 

   

では重層事業の目的である地域共生社会の実現とはどのようなものでしょうか。 

  国が目指す「地域共生社会」とは制度や分野の垣根（縦割り）を越え、支援す

る側・される側という関係も超えて地域の人々や様々な団体が協力し合う社会で

す。人と人、人と地域の資源が、世代や分野を越えてつながることで、一人ひと

りの暮らしや生きがいをみんなで一緒に作り上げていくことを目指しています。 

 

▼地域共生社会のイメージ図（厚生労働省『地域共生社会のポータルサイト』一部修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、国が重層事業の検討過程において大切にしてきたことは、①すべての

人びとのための仕組みとすること、②実践において創意工夫が生まれやすい環境

を整えること、③これまで培ってきた専門性や政策資源を活かす設計とすること

の３つです。 

つながりの輪
（＝重層事業）
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このうち②の市町村の「創意工夫が生まれやすい環境を整える」ために国は重 

層事業に取り組む市町村に対して複数の事業の費用をまとめて交付することにし 

ました。これまでは、それぞれの制度の範囲を超えた支援をすると、国の「会計 

検査」で「補助金を本来の目的以外に使った」と指摘され、返還を求められる場 

合もありました。そのため、市町村は、会計検査の指摘を避けるために補助金の

対象となる業務を細かく分け、手間が増えていました。つまり、住民のために頑

張ろうとする市町村ほど、かえって事務の負担が増え、新しい取り組みがしにく

い状況（縦割りの原因）がありました。こうした状況を変えるため、国は重層事 

業の交付金を一つにまとめたのです。 

参考●国の重層事業交付金の取扱い見直しによる減額の影響 

 厚生労働省は、重層事業が「困っている人の状況把握や具体的な目標がないま

ま、事業を行うことが目的になっている。多機関が協力する事業で実績が 0 件の

市町村が約２割もある」との指摘（財務省調査）を受け、令和７年度の交付金予 

算を約１０億円減らしました。その結果、本市の人口規模の場合、交付基準額は、

４，２００万円から３，０００万円に減り、さらに令和７年１１月２１日付の厚 

生労働省の通知により、８年度からは計画策定や目標設定などの条件を満たして 

も１，５４０万円と、わずか３年間で当初の４割以下に引き下げられます。  

この状況は、令和６年度から重層事業への移行準備を進めてきた本市にとりま 

しては非常に深刻な問題です。しかし、国が社会福祉法で市町村に「市民の相談 

を丸ごと受け止めて支援する体制＝包括的な支援体制」の整備を求めている以上、

本市としては、重層事業だけでなく、同じく包括的な支援体制に有効な手段であ 

る生活困窮者自立支援制度（生活困窮者自立支援法／平成２５年法律第１０５号）

の国の補助金を活用することも重視し、今後の制度の仕組みを考えていくべきだ 

と判断しています。 

 

（２）つながりの輪支えあい（重層）事業で行う５つの支援の紹介 

では、重層事業とは具体的にどんな事業なのでしょうか。どのようにして市民

の相談を丸ごと受け止め、支援していくのでしょうか。 

その具体的な事業内容は次表のとおり社会福祉法第１０６条の４第２項に定め

られています。そこには、必ず行う３つの支援が第１号から３号に、それを支え

るための事業として第４号以降に規定されています。これらの事業はそれぞれ単

独で動くのではなく、連携して取り組むことで、より大きな効果が生まれると考

えられています。 
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▼つながりの輪支えあい（重層）事業における５つの支援 

 

１包括的相談支援事業とは、子ども・障がい・高齢者・生活困窮等の様々な分 

野の相談窓口が利用者の年齢や状況に関わらず、どんな相談でも丸ごと受け止め 

る事業です。自ら相談に来られない人には訪問するなど、４アウトリーチ等を通 

（注１）プラットホーム 地域の福祉課題を共有・協議する場、サービスを利用する人と、提供者
をつなぐ場のこと 

（注２）アウトリーチ 「手を伸ばすこと」を意味する英語から派生した⾔葉で、必要な助けが届
いていない人に対し、⾏政や⽀援機関が訪問⽀援などでアプローチを⾏なうプロセスのこと 

事業名（法的根拠） 事業概要（イ〜ホは既存の事業） 
 
 
 
３
つ
の
支
援
の
柱 
・ 
必
須
事
業 

 
包括的相談支援 
（断らない相談⽀援）
事業 
（社会福祉法第 106 条
の４第２項第１号） 

①属性や世代を問わず住⺠の相談を丸ごと受け止める 
②⽀援機関のネットワークで対応する 
③複雑化・複合化した課題については適切に多機関協

働事業につなぐ 
イ 地域包括⽀援センターの運営（介護保険法） 
ロ 障害者相談⽀援事業（障害者総合⽀援法） 
ハ 利用者⽀援事業（子ども・子育て⽀援法） 
ニ 生活困窮者⾃⽴相談⽀援事業（生活困窮者⾃⽴⽀援法） 

 
参加支援事業 
（社会福祉法第 106 条
の４第２項第２号） 

➀社会とのつながりを作るための支援を⾏う 
②利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチン 

グやメニューをつくる 
③本人への定着⽀援と受け⼊れ先の⽀援を⾏う 

 
地域づくり事業 
（社会福祉法第 106 条
の４第２項第３号） 

①世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備す
る 

②交流・参加・学びの機会を作るために個別の活動や
人を結びつける（コーディネート） 

③地域で話し合う場（プラットフォーム（注１））を
作り、地域活動の活性化を図る 

イ 地域介護予防活動⽀援事業（介護保険法） 
ロ 生活⽀援体制整備事業（介護保険法） 
ハ 地域活動⽀援センター事業（障害者総合⽀援法） 
ニ 地域子育て⽀援拠点事業（子ども・子育て⽀援法） 
ホ 地域における生活困窮者⽀援等のための共助の基盤づく

り事業（生活困窮者⾃⽴相談⽀援事業実施要綱） 

相
談
支
援
の
効
果
的
機
能 

 
アウトリーチ（注
２）等を通じた継続
的⽀援事業 
（社会福祉法第 106 条
の４第２項第 4 号） 

➀支援が届いていない⼈に支援を届ける 
②会議や関係機関とのネットワークから困っ 
 ているけれど相談できない人を⾒つける 
③本人と信頼関係を築くための⽀援に⼒点を置く  

 
多機関協働事業 
（社会福祉法第 106 条
の４第２項第 5 号） 

➀市全体で住⺠からの相談を丸ごと受け止めて 
支援する体制（仕組み）をつくる 

②重層事業の中心的な役割を果たす 
③様々な⽀援機関の役割分担を明確にする 
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じて困りごとを把握します。また、複雑化・複合化した問題を抱える人に対して

は、５多機関協働により複数の支援機関が協力して支援を調整します。 

  ２参加支援事業とは、社会とのつながりが薄い人を支援するものです。地域で 

 受け入れ先を見つけ、本人と結び付け、お互いの希望を調整し、その後もフォロ 

ーしながら、多様な社会参加につながるようサポートしていきます。 

  ３地域づくり事業とは、世代や属性を超えて誰もが交流できる場所をつくり、 

人と人とのつながりを育む支援のことです。また、地域住民同士の顔の見える関 

係性を育成する支援にもなります。地域づくりの場に参加することで、自分の役 

割や楽しみを見つけ、困ったときに相談できる仲間とのつながりを持つことがで 

きます。また、２参加支援事業など他の事業と連携し、地域での孤立を防ぎ、深 

刻化することを防ぐ役割も果たします。 

国では、以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の包括的な支援 

体制として生きづらさを抱える本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築してい 

くことを以下のような重層事業の全体像のイメージとして公表しています。 

 

▼厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた重層事業の実施について」から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、西尾市の具体的な事業展開については、この計画のＰ３１以降の３（３） 

で説明しています。また、重層事業の実施前後のイメージは次頁のとおりです。 
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西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

▼つながりの輪支えあい（重層）事業の前後で何が変わるか 

（『重層事業に関わることになった人に向けたガイドブック』を一部修正） 

 

 

 

 

 

 

  ところで、これまでの相談支援の現場では積極的に支援を展開してきた一方で

専門分野をまたいだり、予算の制約や分野間の連携の不足によって「もう少し支

えられるはずなのに」と感じるケースがあることも事実です。生活課題が複数分

野にまたがっているケースについてが、以下の図のように分野の重なり合ってい

る部分（重層的な部分）における協働がこれまで以上に機能すれば、より支援の

可能性が広がるという点に着眼し、そのための支援体制を整備しようとするのが

重層事業（包括的な支援体制）の狙いです。 

▼重層事業の関わる範囲（『重層事業に関わることになった人に向けたガイドブック』を加工） 

 

 

（３）なぜ重層事業を「つながりの輪支えあい事業」と呼ぶの？ 

日本の福祉制度は、対象者の属性などから、子ども・障がい者・高齢者・生活困

窮者といった分野ごとに設計、推進されてきました。 

しかし、先述したとおり、西尾市でも、これまでの制度では対応しきれない「制

度の狭間」で複雑化・複合化した生きづらさを抱える困難事例が増加しています。

そして、これまでの相談支援の現場では積極的に支援を展開してきた一方で、専門

分野の壁や予算の制約、分野間の連携不足によって「もっと支援ができるはずなの

に」と感じるケースがあることも事実です。 

市民の抱える課題が複数分野にまたがる場合、次頁の図のように、それらが重な 

り合う部分（重層的な部分）で協力関係が今以上に機能すれば、支援の可能性は大 

きく広がります。そのため、これまでの年齢や属性などの対象者ごとの縦割的な支

援体制から、すべての人が持つ多様な支援ニーズに対応するため、既存の支援制度

を活かす形で市民の相談を丸ごと受け止めて支援する体制（＝包括的な支援体制）

を地域で整備しようとするのが国の重層事業の狙いです。 

 

つながりの輪支えあい事業 
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西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

の命名趣旨 
 

▼重層事業の関わる範囲（『重層事業に関わることになった人に向けたガイドブック』を一部修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西尾市では、『重層事業』や『包括的な支援体制』という法律用語が市民の皆さ 

んにはなじみにくいと考え、以下の理由から事業名を変更することにしました。 

 

 

 

西尾市では、今、生きづらさや困難を抱えている人も、これから 

困るかもしれない人も、誰一人取り残さないことを目指します。行 

政や専門機関だけでなく、市民みんなで協力し、一人ひとりが「自 

律（自分らしく生きること）」できるよう支えあい、 

心温まる「つながりの輪」を地域全体に広げていく。 

そんな思いを込めて、この事業名を名付けました。 
 

 これまでの福祉現場では、支援の最終目標を仕事に就くなど経済的に「自立」 

することと考える傾向にありました、しかし、つながりの輪支えあい事業では、 

本人やその家族と対話を重ね、自らの意思で目指す生き方や社会との関わり方を 

決める「自律」のための支援の過程がより重要と考えます。「自律」を尊重する 

ことは、当事者の尊厳や主体性、自尊感情を回復させ、生きづらさを少しでも和 

らげることにつながるからです。そのため、自律とは自分を厳しく律することや 

社会に適応するとした意味ではとらえません。 

このことは、厚生労働省が令和７年１月に発行しました『ひきこもり支援ハン

ドブック～寄り添うための羅針盤～』の中で、「ひきこもり支援の目指す姿」と

して示されている「自律」の考え方と同じ方向性を持つものです。 

つながりの輪 
（＝重層事業） 



 

－ 8 － 
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4 
5 

6 
8 
8 

9 
9 

11 
12 

13 
13 
13 

16 
17 
17 

18 
19 

20 
21 

22 
22 

23 
23 

29 
30 

32 
42 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
育児と介護のダブルケア

LGBTQ+
家出

いじめ（差別含む）
犯罪・非行（更生保護）

ヤングケアラー
依存症

ホームレス（住居困難）
自殺企図

不登校
近隣トラブル

その他
在宅介護が困難

ひとり親家庭
ひきこもり（8050や7040含む）

ごみ屋敷
認知症

就労不安定
子育て・教育

借金・多重債務
困難事例の該当なし

孤独・孤立
病気・けが

障がい（疑い含む）
暴力・DV（虐待）関係
人間関係（家族含む）

経済的困窮

質問●困難事例（多問題）の課題は？

（４）西尾市でこの事業が必要とされる理由 

 では、西尾市においては重層事業に対する地域ニーズはどの程度あるのでしょ

うか。ここでは、６つの視点から潜在的な地域ニーズを推察して、西尾市におけ

る包括的な支援体制の必要性や緊急性について明らかにします。 

 

➀市内の相談支援機関（窓口）に対するアンケート調査結果 

市では令和６年６月に重層事業に対する潜在的な地域ニーズを把握するための

アンケート調査（設問数１５）を行政機関はじめ地域包括支援センターなど市内

の相談支援機関（窓口）1２０か所（回答数８３機関）を対象に実施しました。 

その結果では、令和５年度中に各窓口での困難事例（多問題）の対応件数は、

合計４，４０７件で、一つの窓口あたり平均５３件、全体の相談件数のうちの困

難件数の割合としては４．１％でした。なお、困難事例の課題としては、経済的

困窮、人間関係（家族含む）、暴力・ＤＶ（虐待）関係、障がい（疑い含む）、

孤独・孤立、病気・けが、借金・多重債務、子育て・教育、就労不安定が多く、

認知症やごみ屋敷、８０５０・７０４０（ひきこもり）問題、自殺企図、ヤング

ケアラー、ＬＧＢＴＱ＋といった相談もありました。 
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西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

また、困難事例の相談支援にあたって窓口が困った点としては、本人や家族が 

問題と感じていない、利用できるサービスや支援方法が見当たらない、非常に専

門的な支援が必要、本人や家族が支援を拒み関係がつくりにくい、多くの困難な

課題を抱えている、といったことが上位に挙げられていました。 

そして、アンケート結果を見ると、相談内容が窓口の専門外だった場合の（多 

機関連携の）対応として、相談者に担当部署や関係機関を伝え「自分で直接相談 

してほしい」と伝えているのが４３％でした。担当機関に連絡し相談者には同行 

せずにつないでいるが２４％に対し、担当機関に連絡し、相談者に同行してつな 

いでいるのは７％という状況でした。 

現状では多くない、複数の機関が協力して支援する「多機関連携」で苦慮して 

いる点としては、多機関連携した場合にリーダシップをとる機関がないので役割 

分担や支援方針の共有ができないこと、相談内容からどこに連携してよいか分か 

らないこと、他の機関との関係づくりができていないためスムーズに連携できな 

いことが上位に挙げられていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（件） 複数選択可 
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西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

さらに、今後より連携強化が必要と考える窓口（分野）としては、生活困窮・ 

生活保護、子ども・子育て、障がい、外国人が多く求められていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子ども・若者総合相談センター「コンパス」の利用状況 

西尾市教育委員会では、令和３年６月に子ども・若者総合相談センター「コン 

パス」を、社会生活を営む上で困難を抱える概ね１５歳～３９歳の子ども・若者 

及びその保護者を対象としたワンストップ窓口として開設しました。コンパスで 

は、相談内容を限定せず、どんなことでも受け止める窓口として、同行支援、訪 

問支援（アウトリーチ）、地域交流支援、就労支援、学習支援、居場所支援など、

多彩な支援によりひとり一人の悩みに合わせたオーダメイドの伴走型支援を行っ 

ています。つまり、コンパスは子ども・若者の分野で教育と福祉をつなぎ、断ら 

ない相談支援（包括的相談支援事業）を先行実践している窓口です。コンパスの 

令和３年度から６年度までの年齢層別の相談状況は、次頁のグラフのとおりです。 

  コンパスの令和６年度相談者４１１人の相談内容（初めに相談した内容）、相 

談経過、初回相談者、相談ツールについても次頁以降にグラフで示しました。そ 

れによりますと、主な相談内容は不登校とひきこもりで約４割、相談を受けて一 

旦は終了解決したのが約５割、初回相談者の約４割が母親で約３割は当事者本人

から、相談ツールの約５割がＬＩＮＥ、約３割が電話でした。これが本市におけ 

る断らない相談支援窓口の現状（一側面）になります。  

0 
2 
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5 
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13 
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16 
18 

20 
21 

25 
33 

38 
38 

46 

0 10 20 30 40 50
LGBTQ+
自殺対策

その他
消費生活

防災
特になし

警察
雇用・就労

司法（弁護士）
住宅・住まい

高齢・介護
権利擁護・意思決定支援

教育
保健・医療

外国人
障がい

子ども・子育て
生活困窮・生活保護
質問●今後の相談支援を行う上で連携強化をより必要と考える分野は？

（件） 複数選択可 
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西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

▼子ども・若者総合相談センター「コンパス」の相談状況（年齢層別） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼コンパスの相談内容（Ｒ６）       ▼コンパスの相談経過（Ｒ６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コンパスは、一般社団法人に業務委託して運営されており、現在は、社会福祉

士、精神保健福祉士、キャリアコンサルタント、教員免許保持者などの有資格者

を中心とした相談員 5 人が常駐し対応しています。コンパスでは相談者のニーズ

に合わせたＬＩＮＥやオンラインゲームなどの多彩な相談支援により、当事者率

（課題を抱える当事者本人と相談員が直接接触できている割合）が７割と驚異的

な成果を出しています。  

情報提供 

高校生 
104 人 

30～39 歳 
27 人 

20～29 歳 
67 人 

→ 
15 19 歳 
20 人 

未確認 22 人 ← 
40 歳以上 3 人 

← 
大学生・ 
専門学校 7 人 高校生 

104 人 

中学生 
117 人 

小学生 
43 人 ← 

小学生未満 
１人 

高校生 
96 人 

中学生 
79 人 

小学生 
39 人 

高校生 
86 人 

中学生 
81 人 

小学生 
37 人 

中学生 
34 人 

高校生 
40 人 

20～29 歳 
54 人 20～29 歳 

54 人 

20～29 歳 
38 人 

30～39 歳 
34 人 30～39 歳 

27 人 

30～39 歳 
20 人 
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西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

▼コンパスの初回相談者（Ｒ６）         ▼コンパスの相談ツール（Ｒ６）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③小・中学校の不登校児童生徒数の動きなど 

  西尾市の小・中学校の不登校児童生徒数の推移は、以下のグラフのとおりで、 

６年間で２３８人、約１．７倍に増加しています。学校環境が大きく変わる中学 

校への進学をきっかけに不登校者は増えています。不登校の主な理由としては、 

「理由不明の情緒不安定・無気力など」が 8 割を占めていることから、なぜ不登 

校になるのかという根本的な原因は明確には分からないのが現状です。 

▼西尾市の小・中学校の学年別不登校児童生徒数の推移（Ｒ元～Ｒ６） 
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なお、文部科学省の調査では、全国の小・中学校の不登校児童生徒数は令和６

年度に過去最多の約３５万人を記録し、１２年連続の増加となりました。 

また、文部科学省の調査によると、全国の小・中・高校生の自殺者は、令和６

年で５２９人と過去最多となりました。Ｇ７（先進７か国とＥＵ）の中で、１０

代の死亡原因の１位が「自殺」であるのは日本だけという現状です。毎日平均１

人以上の子どもが命を絶っている今の日本社会の極めて深刻な状況に対応するた

め、超党派の議員立法により令和７年に「自殺対策基本法」が改正され、子ども

の自殺対策を社会全体で取り組むこと等が基本理念として示されました。 

 参考●西尾市におけるひきこもり者の推計値【西尾保健所試算】 

 西尾保健所は、ひきこもり者（自室からほとんど出ない、または家からは出な

い、あるいは近所のコンビニ程度には出かける状態）の人数を内閣府による令和 

４年１１月の「こども・若者の意識と生活に関する調査（令和５年３月公表）」 

のデータをもとに人口割合で推計しました。その結果、 

●１５歳～３９歳の年齢層では４９４人 

●４０歳～６９歳の年齢層では１，１４２人  

１５歳～３９歳のひきこもりの相談窓口であるコンパスの相談者のうち、不登 

 校・ひきこもりが１７４人（１５歳未満含む）、一方、おおむね４０歳以上の相 

談窓口である西尾保健所の相談者数は９人です。このことからも、実際には相談 

したくても相談できないひきこもり状態の市民が非常に多く、隠れた支援ニーズ 

が高いことは明らかです。 

西尾市には現在、４０歳～６４歳のひきこもり者を支援するコンパスのような

ワンストップ窓口がありません。そのため、中高年世代のひきこもり者に対して

は、つながりの輪支えあい事業のアウトリーチ等を通じた継続的支援で状況を把

握し、本人と家族に対する寄り添った伴走型支援の必要性が本市では特に必要と

されています。 

 

 ④地域包括支援センター（高齢者サポートセンター）の支援困難件数 

  西尾市では、介護保険法に基づき、主に６５歳以上の高齢者やその家族のため

に介護・福祉・健康に関する「総合相談窓口」として地域包括支援センター（８

年４月から高齢者サポートセンターに名称変更）を市内７か所に設置し、社会福 

祉法人等に運営を委託しています。地域包括支援センターでは近年、次頁のグラ 

フのとおり、虐待・貧困・孤立など、高齢者（介護）以外の分野にまたがる複雑 

な相談が増えています。ちなみに、現在の支援制度では対応しきれない、支援困 

がひきこもり状態にあると推計 
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▼地域包括支援センター（高齢者サポートセンター）における支援困難件数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難件数は前年度より約１００件増え、令和６年度は２４８件となりました。 

なお、本市の高齢化率は２６％前後で推移しており全国平均の約２９％より少 

し下回っている状況ですが、高齢者単身世帯数は令和２年度の４，９２２世帯か 

ら５年度は７，９１０世帯と４年間で一人暮らし高齢者は約１．６倍増えていま 

す。こうした背景もあるのか、移行準備期間中の昨年度、地域とのつながりが薄 

い６４歳の高齢者が自宅で倒れ、制度の狭間のモデル支援として医療機関への救

急搬送と財産管理機関へのつなぎを多機関で支援したケースがありました。 

また、前頁で推計されたひきこもり者のデータからも明らかな「８０５０問題」

は高齢者数が最も多くなる２０４０年に向けてさらに深刻になると予想されます。 

 

⑤市民ワークショップつながり Café のアンケート結果などから 

西尾市では令和７年度につながりの輪支えあい事業のスーパーバイザー（ＳＶ） 

として任命した長谷川俊雄氏（注１）をファシリテーターに市民に包括的な支援 

体制の必要性について周知理解してもらうためのワークショップを令和 7 年１０ 

月に開催しました。その冒頭、幅広い世代や属性の市民等５０名に対し市職員が 

次頁からの５分で分かる「つながりの輪支えあい事業」説明資料で解説しました。 

（注１）⻑⾕川俊雄氏 ⻄尾市つながりの輪⽀えあい事業スーパーバイザー。⽩梅学園⼤学名誉教
授、social work lab MIRAI代表、NPO法人つながる会代表理事、厚生労働省『ひきこもり⽀援
ハンドブック』検討委員会委員⻑、神奈川県子ども・若者施策審議会委員、国⽴市子ども総合計
画審議会会⻑、港区ひきこもり⽀援施策調整会議有識者委員、神奈川県社会福祉協議会・⽇常生
活⾃⽴⽀援事業契約締結審査会会⻑など多数の委員を兼務。社会福祉⼠・精神保健福祉⼠ 

支
援
困
難
件
数 
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▼５分で分かる「つながりの輪支えあい事業」説明資料 

 

 

 

 

 

  

西尾市では、様々な困りごとを抱える人の支援のための新たなセーフティネットとして、つな
がりの輪をつくることを目指した「～すべての人のために～つながりの輪支えあい事業」の
準備を令和６年度から進めています。この事業は、国の法律「社会福祉法」で「重層的支
援体制整備事業（通称：重層事業）」という難しい言葉で定められていますが、西尾市で
は、市民の皆様に分かりやすく「つながりの輪支えあい事業」と呼ぶことにしました。 

では、この事業は一体どんな事業なのか、それを日本の福祉制度の成り立ちからお話しま
す。日本は今年で戦後８０年を迎えましたが、日本の福祉制度は、主にこども、障がい者、
高齢者、くらしに困っている生活困窮者とした支援対象者の分野ごとに制度化されてきま
した。具体的には、こども分野では、児童扶養手当や児童相談所など。障がい分野では、
障害年金やグループホームをはじめとする各種障がい福祉サービスがあります。高齢分
野では介護保険サービス、生活困窮では生活保護が代表的な支援制度になります。 
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そのため、市では、そうした制度の狭間の困りごとを支援するため、各相談窓口
をつなぐ役目を果たす組織として、「つながりの輪サポートステーション」、通
称「つなサポ」を令和８年４月に設置することにしました。 
では、この「つなサポ」の役割は何でしょうか。何をするところでしょうか。 

しかし、近年、相談内容が複雑化・複合化して、各分野の制度が利用できない、今
ある制度では対応できない「制度の狭間」の困りごとが増えて、支援が難しくなっ
てきました。例えば、社会とのつながりがなく孤立していた方が、支援が届かない
状態の中で同居家族が亡くなったことから自分一人では経済的にも精神的に暮
らすことできなくなった、いわゆる８０５０問題と呼ばれるケースなどになります。 



 

－ 17 － 

 

西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

  

１つ目は、市民の相談を丸ごと受け止めて支援する体制（法律では包括的な支援体制と呼びます）、この体
制を今ある相談窓口とともにつくっていくことです。今ある相談窓口というのは、資料にあるとおり、こども分
野では、こども家庭センター、子育て支援センターなど、障がい分野では、障がい者相談支援事業所、児童発
達支援センターなど、高齢分野では、地域包括支援センターなどです。ちなみにつなサポは、市役所の西隣
にある会議棟と呼ばれる建物の１階に、福祉課の生活困窮の担当者と民間の職員を合わせて１０人程度の
人員による窓口として開設することを計画しています。つまり、つなサポは、生活困窮者の支援という仕事と、
つながりの輪支えあい事業として、今ある相談窓口とともに「断らない相談」を基本に、市民の相談を丸ごと
受け止めて支援する体制を、西尾市全体でつくっていくところになります。 

つなサポの２つ目の役割は、制度の狭間の多様な困りごとに対応できる支援の受け皿をつくることです。今あ
る制度やサービスを利用できない困りごと、例えば、不登校やひきこもりなど各世代に深刻な孤独・孤立化、
個人の特性に合致した仕事を探す就労支援や緊急的に住む場所を探す居住支援、いろいろな原因で散らか
った家の片づけができなくなった「ごみ屋敷対策」、身寄りがない高齢者が人生の最後を安心して迎えられる
終活支援など、つなサポでは、こうした困りごとに対する支援メニューを地域で活動している団体などにお願
いして開発していきます。 
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では、つなサポは、制度の狭間にある難しい相談をどのように支援していくのでしょうか。 
つなサポでは、難しい相談内容に応じて関係する窓口職員を集めた会議を開いて、支援
プランや支援の役割分担を決めて、様々な機関が協働して支援が停滞しないように努め
ていくことで対応します。もちろん、相談内容から解決が困難なケースは少なくないと思い
ますが、先ほどお話したとおり、解決には至らずとも困りごとを抱える当事者や家族に「寄
り添い、つながり続けること」も支援の一つだと考えています。 

つなサポの３つ目の役割として、年齢や属性などを問わない誰もが利用できる「居場所づくり」や
支援の届かない人との「つながりづくり」があります。新たな居場所づくりとしては、総合福祉センタ
ー１階のフリースペースであるロビーの床を改修し、北欧系の椅子や机などを配置するリニューア
ルを令和８年３月末までに行うことを準備しています。これにより社会的困難を抱える方も含めたす
べての市民が利用してみたいと思う快適な公共空間をつくります。そして、市民の皆さんの身近な
場所から相談をつなぐことのできる「つなサポ窓口」を校区単位でつくって、地域で隠れている支
援ニーズを発見し、また、支援の入口を見出すために家族などを通して間接的にでもつながり続け
る寄り添い型の支援を心掛けていきます。 
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最後になりますが、つなサポ、つながりの輪支えあい事業が目指す姿としては、市
民一人ひとりの生（いのち）を支える地域社会全体のハートフルなセーフティネット
である「つながりの輪」を充実させることによって、西尾市地域福祉計画の基本理
念である「地域のつながりが生み出す 誰も取り残さないまち 西尾」の実現を進
めていくことであります。 

これまでお話しました、つなサポ、つながりの輪支えあい事業について、まとめます。 
近年、制度の狭間の複雑化・複合化した市民の相談が増えているため、本市では、市民
の相談を丸ごと受け止めて支援する「断らない相談」体制を、つなサポと今ある相談窓口
でつくります。また、孤独・孤立化や居住支援など、制度の狭間の多様な困りごとに対応
できる支援の受け皿も用意します。そして、つなサポは、多くの支援機関の協働による支
援会議、新たな居場所づくり、支援の届かない人へのアプローチも行っていきます。 
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 市民ワークショップに参加した若者、子育て中の保護者、高齢者、障がい者や外

国人とした幅広い属性、世代の市民のアンケート結果は以下のとおりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥その他「重層的」な取組みを行うことの合意形成の経過 

 市では、次の２つの研修に参加した、行政と民間の相談支援機関職員約１００

名と市民窓口職員５０名に対し、「つながりの輪支えあい事業」の移行準備の目 

的やこれまでの経緯を説明しました。その際のアンケート結果では、市が取り組

もうとしている「包括的な支援体制」への移行について、いずれも約７割の方が

「大いに必要」と回答しています。 

ア 座間市の「断らない相談支援」の  イ 座間市に学ぶ市民窓口担当職員の 
の実践を学ぶ研修会のアンケート    「気づき」研修会のアンケート結 
結果（詳細はＰ２５参照） Ｒ６    果（詳細はＰ２９参照） Ｒ７ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

なお、令和６年６月の相談支援機関（窓口）に対するアンケート調査結果では、

断らない相談支援窓口に対しては約６２％が必要と回答しているため、包括的な 

支援体制への移行を必要だと考える意識は、６割から７割、そして８割へと高ま

っています。これは、次のウの「説明と対話」の効果も大きいと考えられます。 
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ウ 「重層的」な取組みに対する各分野の支援機関等との対話履歴 

市では、令和６年度から７年度までの移行準備期間中、相談支援機関（窓口） 

 や関係団体に対し、「つながりの輪支えあい事業」移行の必要性や進捗状況につ 

いて下表のとおり延べ 9４０人以上に説明を行いました。この計画は、その際の 

対話の内容を踏まえて策定されています。 

回数 年⽉⽇  対話説明した窓⼝・団体等の名称 対話⼈数  説明内容など 
１ Ｒ６.6.3 定例部長会議（市長・副市長・教育長） 22 支援機関アンケート依頼と重層説明 
２ 8.21 日本赤十字社愛知県支部 7 日赤の新事業と重層事業のあり方 
3 9～10 市職員・関係支援機関にネット照会 - 基本計画（コアプラン）の庁内外パブコメ 
4 9.19 障がい者相談支援事業所連絡会 15 基本計画（コアプラン）の概要 
5 9.19 こども家庭センター（家庭児童支援課・健康課） 5 基本計画（コアプラン）の概要 
6 9.20 社会福祉協議会地域共生会議 ８ 基本計画（コアプラン）の概要 
7 10.11 地域包括支援センター運営協議会 26 基本計画（コアプラン）の概要 

８ 12.19 地域福祉計画推進委員会 15 基本計画（コアプラン）の概要 
９ Ｒ７.2.12 こども家庭センター（家庭児童支援課・健康課） 7 包括的支援体制移行の課題、方針等 
10 2.17 社会福祉協議会（支援窓口職員） 24 包括的支援体制移行の課題、方針等 
11 2.18 放課後等デイサービス事業所連絡会 32 包括的支援体制移行の課題、方針等 
12 2.19 就労継続支援 A 型事業所連絡会 16 包括的支援体制移行の課題、方針等 
13 2.21 地域包括支援センター連絡会 15 包括的支援体制移行の課題、方針等 
14 2.25 地域自立支援協議会運営会議 22 包括的支援体制移行の課題、方針等 
15 3.12 居宅介護支援事業者連絡協議会 29 包括的支援体制移行の課題、方針等 

16 3.14 地域自立支援協議会 31 包括的支援体制移行の課題、方針等 
17 4.9 民生委員児童委員協議会理事会 21 包括的支援体制移行の課題、方針等 
18 4.15 西尾警察署（生活安全課） 3 包括的支援体制移行の課題、方針等 
19 4.18 子育て支援センター連絡会議 30 包括的支援体制移行の課題、方針等 
20 5.1 ハローワーク西尾 2 包括的支援体制移行の課題、方針等 
21 5.7 西尾保健所（健康支援課） 2 包括的支援体制移行の課題、方針等 
22 5.8 西尾警察署（生活安全課） 1 包括的支援体制移行の課題、方針等 
23 5.9 保育課・児童発達支援センター白ばら園 15 体制移行の課題、方針、実施要綱等 

24 5.12 子ども・若者支援地域協議会代表者会議 17 包括的支援体制移行の課題、方針等 
25 5.21 子育て支援センター打合せ及び事例検討会 17 包括的支援体制移行の課題、方針等 
26 6.4 教育委員会（教育長、教育部長等） 3 体制移行の課題、方針、実施要綱等 
27 6.20 こども家庭センター（健康課・母子保健担当） 15 体制移行の課題、方針、実施要綱等 
28 6.20 地域包括支援センター連絡会 12 体制移行の課題、方針、実施要綱等 
29 6.24 長寿課・福祉課（障がい福祉担当） 10 体制移行の課題、方針、実施要綱等 
30 6.24 地域自立支援協議会事務局会議 10 体制移行の課題、方針、実施要綱等 
31 6.25 健康課（成人保健・予防接種担当） 9 体制移行の課題、方針、実施要綱等 

32 7.1 社会福祉協議会幹部会 20 体制移行の課題、方針、実施要綱等 
33 7.4 社会福祉法人くるみ会 3 体制移行の課題、方針、実施要綱等 
34 7.9 児童クラブ主任会議（子育て支援課） 17 体制移行の課題、方針、実施要綱等 
35 7.15 児童クラブ主任会議（子育て支援課） 22 体制移行の課題、方針、実施要綱等 
36 8.12 社会福祉法人くるみ会 4 地域づくり事業の課題、方針等 
37 8.21 社会福祉協議会地域共生会議 8 参加支援事業の課題、方針等 
38 9.17 社会福祉法人くるみ会 4 地域づくり事業の課題、方針等 
39 9.25 社会福祉協議会地域共生会議 9 参加支援事業・居住支援の課題、方針等 

40 10.10 地域包括支援センター運営協議会 29 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
41 10.14 市民ワークショップつながり Cafe 54 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
42 10.17 保護司会理事会 11 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
43 10.23 社会福祉協議会地域共生会議 9 参加支援事業・居住支援の課題、方針等 
44 10.24 地域自立支援協議会 31 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
45 11.4 保護司会定例会 35 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
46 11.18 放課後等デイサービス事業所連絡会 39 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
47 12.10 民生委員児童委員協議会理事会 20 つなサポの必要性・役割・目指す姿 

48 12.18 社会福祉協議会評議員会 36 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
49   12.18 社会福祉協議会地域共生会議 10 参加支援事業・居住支援の課題、方針等 
50 Ｒ８.1.8 新任民生委員児童委員に対する事務説明会 109 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
51 1.13 ＮＰＯ法人ハートネット西尾理事会 13 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
52 1.20 更生保護関連団体連絡会議 9 つなサポの必要性・役割・目指す姿 
53 1.22 社会福祉協議会地域共生会議 9 参加支援事業・居住支援の課題、方針等 
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エ 西尾市議会からの重層事業取組み要望及び市議会への説明  

 西尾市議会では、「重層事業」の取り組みを求める一般質問が、社会福祉法の

改正で重層事業が始まった令和３年の１２月定例会を皮切りに、令和７年１２月

定例会までに１３回、地域住民の代表である６人の議員から提案されました。 

なお、直接的でなく間接的に重層事業に触れた一般質問もさらに５人の議員が

行っており、定員３０人のうち約３分の１にあたる議員が「包括的な支援体制」

の必要性について言及しています。また、令和６年度以降は、複数の市議会会派

から重層事業移行に関する予算要望も市長に提出されています。 

 なお、一般質問以外の対話として、市議会に対しての説明は以下の３回、つな

がりの輪支えあい事業の進捗などについて報告しました。 

報告年⽉⽇ 会議名 議      題 
① 令 和 ７ 年 ２ ⽉ ４ ⽇ 厚生環境部会 〜すべての人のために〜つながりの輪⽀えあい事業（重層的⽀

援体制整備事業）移⾏準備の進捗について 
② 令和 ７ 年 １１ ⽉ ６⽇ 厚生環境部会 ・イケア・ジャパン株式会社との包括連携協定について 

・総合福祉センターのリニューアル及び指定管理について 
③ 令 和 ８ 年  ２ ⽉ ３ ⽇ 厚生環境部会 〜すべての人のために〜つながりの輪⽀えあい事業（重層的⽀

援体制整備事業）実施計画案について（予定）  

◆             ◆ 

これまでの６つの視点から現状を見ると、西尾市においても、既存の支援制度で

は対応できない複雑化・複合化した困難や生きづらさを抱えている市民は決して少

なくありません。そのため、今後も困難事例は増えていくと予想されます。 

 さらに、既存の相談支援機関における多機関協働が円滑に進められていないこと

で、支援が滞る懸念があることも分かりました。また、市民や市議会からも、本市

における包括的な支援体制、つまり「重層事業」の構築を求める声が上がっている

ことも明らかです。 

そして、福祉課に昨年度から編成しました重層事業移行検討ＰＴ（本実施計画Ｐ 

２５）では、実際にどの窓口でも受け止めることのできない緊急的な困りごとを６ 

件、試行（モデル）的に支援しました。それは、地域や家族から孤立している方、

日本語が自由に話せない方、住民登録のない方、障がいを持つ方などが、健康状態、

家族関係、虐待、生活困窮などの課題が複合化した制度の狭間のケースでした。 

市としては、これらの客観的なデータなどによる地域の状況分析の結果、本市に 

おいて「つながりの輪支えあい（重層）事業」による新たなセーフティネットへの 

移行は、地域から強く求められていると判断しました。 
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この計画を作った背景と位置づけ 

 

 

（１）計画作成の目的 

  社会福祉法（第１０６条の５）では、市町村が重層事業を行う場合、適切かつ 

効果的に事業を進めるため、重層事業の提供体制に関する事項などを定める計画

（重層事業実施計画）の策定に努めるように規定しています。そして、Ｐ３の１

（１）でも説明したように、国は交付金の取扱いを大きく見直し、令和８年度か 

らは重層事業実施計画の策定などを重層事業交付金の加算要件としました。 

市では１（４）で検証したとおり、本市における包括的な支援体制に対する地

域ニーズは高いと判断しました。それに加えて重層事業交付金の活用を可能とす

るためには重層事業実施計画をつくることが必要になります。 

そこで、市では、市民の属性や世代を問わず生きづらさなどの相談を丸ごと受

け止めて支援する重層事業への移行について令和６年度から２年間、地域住民を

含む幅広い関係機関等とともに検討してきた成果を『～すべての人のために～つ

ながりの輪支えあい事業実施計画』として策定することにしました。 

なお、重層事業への移行準備を行う市町村が作成する移行準備計画については、

移行予定年度、移行に向けた課題とその解決策などを含むものを作成するよう示 

されています（重層事業に関する質疑応答集／令和６年３月２８日）。このため、

市は令和６年９月、内部資料として『～すべての人のために～つながりの輪支え 

あい事業基本計画（西尾市重層的支援体制整備事業移行準備計画：通称コアプラ

ン）』を作成し、各分野の関係機関などへ繰り返し説明を行ってきました。 

これらの対話の結果を中間報告として、市は令和７年２月、市議会の厚生環境 

部会において「つながりの輪支えあい事業（重層事業）の移行準備の進捗につい

て」という議題で、移行に向けた課題と今後の進め方などを報告しました。 

 

（２）他の計画とどうつながる 

  １（３）のＰ７で説明したとおり、市では重層事業を「～すべての人のために 

～つながりの輪支えあい事業」として呼称することにしましたが、つながりの輪 

支えあい事業は、子ども・障がい・高齢者（介護）・生活困窮など主に福祉サー 

ビスの各分野の一体化運用を目指した事業になります。市では、各分野別の行政 

計画については以下のとおり策定しています。 

２ 
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▼この計画と関連のある各分野の計画 

計画名称 策定 本基本計画との関係 担当課 
第 4 次 
⻄尾市地域福祉計画 
※成年後⾒制度利用促
進基本計画、地方再犯
防止推進計画、第 5 次
⻄尾市地域福祉活動計
画を一体的に策定 

令和 
６年 
３⽉ 

「地域のつながりが生み出す 誰も取り残さないま
ち ⻄尾」を基本理念とする本計画は、基本目標
（３）として「包括的な支援体制整備構築と基盤整
備」を掲げ、地域住⺠の複雑化・複合化した⽀援ニ
ーズに対応していく重層事業について整備を進める
としていることから、本実施計画との整合性は図ら
れている 

健康福祉部 
福祉課 

⻄尾市障害者福祉
計画（第４次⻄尾市障害
者計画・第７期⻄尾市障
害福祉計画・第３期⻄尾
市障害児福祉計画） 

令和 
６年 
３⽉ 

本計画は、市⺠一人ひとりの人格と個性を尊重する
「共生社会」と「誰一⼈取り残さない」としたＳＤ
Ｇｓの理念と軌を一にした障害の有無にかかわらず
市⺠誰もが相互に⼈格と個性を尊重し支え合う社会
の実現を目指していることから、本実施計画との整
合性は図られている 

健康福祉部 
福祉課 

第９期 
⻄尾市高齢者福祉計
画・介護保険事業計
画 

令和 
６年 
３⽉ 

「地域で支え合い 笑顔あふれるまち ⻄尾〜高
齢者が輝く地域共生社会をめざして〜」を基本理
念とする本計画は、基本目標１として包括的な相
談⽀援体制に向けて関係機関と連携しつつ高齢者
やその家族等が抱える制度の狭間の問題や複合的
な課題への対応ができる体制の整備を進めるとし
ていることから、本実施計画との整合性は図られ
ている 

健康福祉部 
⻑寿課 

⻄尾市こども計画 
令和 
７年 
３⽉ 

「こどもが真ん中にいるまち」を基本理念とする
本計画の施策（３）の具体的な取組み１で、ささ
いな悩みを身近な窓口で受け止め多様な機関につ
なげて⽀援する体制を「つながりの輪支えあい事
業と連携して構築」としていることから、本実施
計画との整合性は図られている 

子ども部 
子育て⽀援課 

 

以上のようにこの計画（本実 

施計画）と各分野別計画との整 

合性は図られています。 

また、この計画と各分野別の 

計画との関係性をイメージする 

と右図のように各計画を横断的 

につなげているのがこの計画で 

あり、つながりの輪支えあい事 

業の特質だと言えます。 

 

 

この計画は各計画をつ
なぐ背景の▲の部分の
位置づけになります 
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（３）この計画を作ったチーム（重層事業移行検討ＰＴ） 

  この計画は、令和６年４月に健康福祉部福祉課に重層事業移行準備のため編成

したプロジェクトチーム（ＰＴ）による調査研究の成果として作成しました。 

▼重層事業移行検討ＰＴ（①～⑤＝市職員/⑥～⑦＝外部職員） 

①健康福祉部福祉課社会福祉担当主任主査 高原 とし子 
②健康福祉部福祉課障がい福祉担当課⻑補佐 板倉 裕子（保健師） ※R7 年４⽉〜 
③健康福祉部福祉課保護担当（生活保護）主査 服部 敦⼠（社会福祉⼠・介護⽀援専門員） 
④健康福祉部福祉課保護担当（生活困窮）主査 神谷 恵梨⾹（社会福祉⼠） 
⑤健康福祉部次⻑兼福祉課⻑ 鈴⽊ 貴之 
⑥社会福祉協議会総務地域課主任 佐伯 智映子（社会福祉⼠・介護福祉⼠） 
⑦パーソナルラボ代表理事（コンパス施設⻑） 内田 啓太 

  重層事業移行検討ＰＴ（以下「ＰＴ」）では２年間の準備期間中、先進地（神 

奈川県座間市・茅ケ崎市、滋賀県野洲市・高島市、半田市社協、岐阜県美濃加茂 

市（社協）、大阪府豊中市社協、稲沢市社協等）を視察したり、重層関連のオン 

ライン等の研修を受講したりして、平均月１、２回のペースで検討を重ねました。

さらにこの計画のＰ２１で説明したように、ＰＴは地域住民を含めた支援機関や 

関係団体等と、重層事業の必要性について対話を重ねてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 ＰＴでは令和６年度より、西尾市地域福祉計画推進委員会委員長であり、愛知

県立大学教育福祉学部の松宮朝教授から、包括的な支援体制への移行準備に向け

ての課題について、随時、専門的な助言や情報提供を受けました。 

 

（４）つながりの輪を広げるための市民・専門職等の協働研修 

ＰＴでは、移行準備期間中に以下の協働研修を企画、実施しました。 

➀神奈川県座間市の「断らない相談支援」の実践を映像と講演で学ぶ研修会 

日 時 令和６年１１月１１日 午後１時２５分～４時 

参加者 行政及び民間の相談支援に関係する職員など９８名 

講 師 座間市 福祉部 参事兼地域福祉課長 林星一氏 

▲岐阜県美濃加茂市社協の研修会 ▲滋賀県高島市の視察 ▲大阪府豊中市社協の視察 
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●断らない相談支援を実践していくためには、市役所 
が主体となって動いていかないと上手くいかないと 
強く感じた。 

●関係機関との連携は、重要だと感じた。断らない相 
談支援の中で、地域包括支援センターの職員とし 
て、高齢者に関する支援について、関係機関と連携 
して対応していくことの必要性を強く感じた。 

●「チーム座間」のように連携の大切さを改めて実感 
じました。西尾市も”地域の力”で支えていけるよう 
にしたいと強く思いました。 

●西尾市で部門や業種を超えて市民一人も取り残さ 
ないための連携を進めていることを知っていること

が大切。本格的に動き出したら仕事にいかせることがありそうです。 
●私は外国人住民と関わることが多いのですが、今後、定住者は年齢を重ね、こ 

の町で子どもたちが生まれ育っていきますので、教育、介護、障害にかかわる 
分野への相談は増え、複雑化すると思われます。フォーマル、インフォーマル、 
官民垣根なく連携することで、「誰も取り残さない」は実現すると思う。 

●現在の状況では、市役所内の各部署の縦割り業務的な対応が多く、また、制 
度から漏れた市民の対応ができていないと感じている。市民からの相談もど 
の部署に相談すべきか迷うこともある。関係機関との連携も難しいこともある 
ので、市役所主体で対応できる窓口ができることを強く希望する。 
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②つながり Café２０２５（多機関協働研修＆市民ワークショップ） 

日 時 下表のとおり（多機関協働＝全３回＆市民ＷＳ＝全 1 回） 

 参加者 ●多機関協働研修…つながりの輪ワーキングチーム（ＰＴを含む行政・ 

      民間の支援機関職員）５０名 

●市民ワークショップ…幅広い世代や属性の市民３０名、市長、副市長、

健康福祉部長、子ども部長、教育部長、市議会議員１５名の計５０名 

 進 行 長谷川俊雄つながりの輪支えあい事業スーパーバイザー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025.10.14@総合福祉センター 

みんなちがって、みんないい 
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準  備  中 

③ＰＴ及び関係者に対するオンラインによるスーパーバイズ 

 日 時  5 月１６日、７月２３日、９月２９日、１１月１１日、１月１３日、３月１８日（予定） 

 参加者  ＰＴ、困難事例を提案した支援関係者など 

 内 容  困難事例のケース検討、事業進捗の課題などに対する助言、指導 

 Ｓ Ｖ  長谷川俊雄つながりの輪支えあい事業スーパーバイザー 

 

西尾市の包括的な支援体制整備のための取組みについて（仮題） 

                        長谷川俊雄ＳＶ 

  



 

－ 29 － 

 

西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

④神奈川県座間市の生活困窮・生活保護事務のアセスメント等の取組みを学ぶ 

日 時：令和７年１１月２１日 午前１１時～正午 

参加者：福祉課保護担当（ケースワーカー）１０名、ＰＴ 

講 師：座間市 地域福祉課 地域福祉係長 曽根裕次氏 

              自立サポート係長 川上雅幸氏 

 

⑤神奈川県座間市に学ぶ市民窓口担当職員の「気づき」研修会 

日 時：令和７年１１月２１日 午後１時３０分～３時 

参加者：市役所の市民窓口職員・社協・安城市・碧南市などの４２名、ＰＴ 

講 師：④と同じ 

  

 

 

 

 

 

⑥自治体・支援員向けコンサルティング（厚生労働省） 

期 日：①令和７年１０月１６日（オンライン）、②１２月１７日（対話） 

参加者：ＰＴ、子育て支援課、家庭児童支援課、学校教育課、コンパスほか 

内 容：子どもの居場所（学習・生活支援）のあり方について 

講 師：ＮＰＯ法人キッズドア シニアディレクター 今井久子氏、滋賀県高島 

市 健康福祉部社会福祉課 くらし連携支援室室長 清水潤平氏 

 

⑦つなサポ開設記念 兼 家庭教育講演会（共催：教育委員会ほか） 

 乳幼児期から思春期までの親と子どものハートフルないのちと性の会話 

日 時：令和８年３月２８日 午後１時３０分～４時３０分 

参加者：市民１００名（多言語の同時通訳あり・託児あり）予定 

内 容：子育て中の人、将来こどもを持つ人もそうでない人も性への誤解と偏見 

を解消するため、プレコンセプションケア等の包括的な性教育について 

多様な市民同士のワークショップで楽しく学びます。 

講 師：東海大学国際学部教授 小貫大輔氏、東海大学医学部講師・産婦人科専 

門医 渥美治世氏、自立援助ホーム職員 齊藤奈月氏  

●聞くことの大切さをあらためて感じた 
●相談者の困り感を把握するという点に影響 

があると考える 
●直接関連しているため非常に参考になった 
●担当以外の相談でも相手が何を求めてい 

るかみつけ、次につなぐ努力はどの課でも 
必要になると思った 

●必要なのは職員一人一人の意識の高さ。 
担当のみではなくどこへつなげるかとまず 
は「思い考えること」！！ 
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 つながりの輪支えあい事業の進め方 

 

 

（１）つながりの輪支えあい事業の基本理念 

生活困窮や社会的孤立など市民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応して

「誰一人取り残さない（SDGs基本理念）」包括的な支援体制を構築するために

は、具体的な課題解決を目指すアプローチである「課題解決型支援（制度内福

祉）」とつながり続けることを目指すアプローチである「伴走型支援（制度外

福祉）」を両輪として一体的に行使することが必要です。このことは「重層事

業に係る自治体事務マニュアル（令和３年３月厚生労働省社会・援護局長）に

おいても重層体制構築に向けた理念として以下のとおり位置づけられています。 

 

▼重層体制構築に向けた理念（厚生労働省・重層事業に係る自治体事務マニュアルから） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どんな支援の形であっても、本事業が最終的に目指すのは、ただ生活が独立す 

る「自立」だけではありません。Ｐ７の１（３）で示したとおり、自分らしく人

生を選び、自分だけの物語を生きる「自律」を大切にします。孤立感や生きる・

３ 
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働く意欲の低下、既存の制度では支援が行き届かない状況（制度の狭間）から抜

け出すことは、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を送る権利を

守ることそのものです。この権利を守る最終的な責任は国にありますが、私たち 

市町村も法律に基づき、地域で住民の皆さんの権利を守る重要な役割を担ってい

ます。この「生きる権利」は、「個人が尊重されること」や「誰もが平等である

こと」といった他の大切な人権とも深くつながっています。 

そして、この計画の１（４）で明らかにした地域ニーズに応えるため、先述

している３つの支援を一体的に進めます。それは、年齢や状況に関わらずどん

な相談でも受け止めること、誰もが社会とつながり活躍できる手助けをするこ

と、みんなで住みやすい地域を作っていくことです。これらをマネジメントし

て、市民一人ひとりが「自律」できるよう支え合い、どんな相談も断らない窓

口（体制）を整備します。これは、市役所内の部署間の壁（セクショナリズム）

をなくし、これまで特定の相談窓口がなかった市民の孤独や孤立を防ぐため、

「誰一人取り残さない」きめ細やかな支援の仕組みを築く上で必要不可欠です。

こうした考えに基づき、本市におけるつながりの輪支えあい事業の基本理念は

次のとおりとします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（２）いつから始まるの？（移行年度） 

  令和８（2026）年度 

（３）つながりの輪支えあい事業をどう進めるか（移行方針） 

  市では、つながりの輪支えあい事業における５つの事業の現状と課題を踏まえ 

た移行方針を以下のとおり計画しています。 

➀市民の皆さんの多様な困りごとに対し、どんなことでも安心して相談で 

きる窓口【断らない相談】をつなサポと今ある相談窓口で目指します。 

②一人ひとりの声に耳を傾け、困っている人自身の気持ちを大切にする

【当事者主権】を基本に、行政や地域の様々な団体、専門家が力を合 

わせ、必要な支援へと途切れることなくつなぎます。 
③誰もが孤立せず、自分らしく生きること【自律】ができるよう、地域全体

のハートフルなセーフティネット「つながりの輪」を広げ、誰一人取り残

さない西尾市を実現します。 
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➀包括的相談支援事業                            

 ◆包括的相談支援事業の現状 

 包括的相談支援事業とは、子ども、障がい者、高齢者、生活困窮者等の分野ご

とに今ある相談窓口が連携し、相談者の属性や世代などに関わらず、どんな相談

も丸ごと受け止める、断らない相談支援のことです。当事者や家族に寄り添い、

「制度の狭間」で苦しむ生きづらさや社会的困難の解きほぐしや整理を行います。 

なお、本市の分野別の主な相談窓口は下表のとおり基本形で設置されています。 

 

▼西尾市の分野別相談支援窓口       ※太字は重層事業交付金の実施事業 

分 野 相談支援窓⼝ 相談内容 主体 数 担当課 

子 ど も 

こども家庭センター 

妊娠期から出産、子育て期ま
での様々な悩みや相談に対応
する窓口（保健センター） 

直営 １ 健康福祉部 
健康課 

18 歳未満の子ども及びその家
庭、妊産婦等に関する様々な
悩みや相談に対応する窓口 

直営 １ 子ども部 
家庭児童⽀援課 

地域子育て支援センタ
ーやつおもて 

小学校入学前までのお子さん
の育児・生活習慣・心配ごと
などの相談窓口 

直営 １ 子ども部 
家庭児童⽀援課 

教育⽀援センター 
あゆみ学級 

小中学校に登校できない児童
生徒の学校復帰や社会的自立
を図るための相談窓口 

直営 ２ 教育委員会 
学校教育課 

子ども・若者総合相談 
センター「コンパス」 

概ね 15 歳～39 歳までの子ど
も・若者及び家族等が抱える
ひきこもり等の社会的困難に
対するワンストップ窓口 

委託 １ 教育委員会 
生涯学習課 

障 が い 

相談支援事業所 
※Ｒ８年４⽉から 
障がい者サポートセンター 

障害（児）者に対する生活全
般の総合相談窓口 委託 ４ 

健康福祉部 
福祉課 

地域活動⽀援センター 
※Ｒ８年４⽉から 
障がい者サポートセンター 

主に精神障がい者に対する居
場所提供と病気、就労、福祉
サービスなどの相談窓口。一
色地区にもサテライトを設置 

委託 １ 

計画相談⽀援事業所 
障害福祉サービスが必要な障
がい（児）者の相談、利用計
画作成などを行う 

⺠間 ６ 
直営 １ 子ども部 

保育課⽩ばら園 児童発達⽀援センター 
⽩ばら園 

心身の発達に心配や遅れのあ
る児童に対する相談支援機関 直営 １ 

高 齢 者 
（ 介 護 ） 

地域包括支援センター 
※Ｒ８年４⽉から 
高齢者サポートセンター 

65 歳以上の高齢者に対する地
域ごとの総合相談窓口。７つ
の他に幡豆地区にはサブセン
ターを設置 

委託 ７ 
健康福祉部 
⻑寿課 

居宅介護⽀援事業所 
介護が必要な高齢者への相談
対応、支援計画作成やサービ
ス調整を行う事業所 

⺠間 33 

生活困窮 福祉課生活保護担当 
失業や病気等を理由に経済的
困難を抱える方に対し自立し
た生活を送るための相談窓口 

直営 １ 健康福祉部 
福祉課 

 ◆包括的相談支援事業の課題 

ア日本の行政組織は法律に基づく分野ごとの予算配分（＝縦割要因）が基本で

あるため、属性や世代を問わずに市民の相談、「制度の狭間」の困難課題を

を丸ごと受け止める「断らない相談支援」の実践は、生活困窮者自立支援法
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により「断らない相談支援」が定められている福祉課生活困窮担当とＰ１０

で紹介したコンパス以外では機能することは難しいのが実情。また、Ｐ１３

で説明したように、本市では、子ども・若者及び高齢者以外の中高年世代に

対する孤独・孤立化に対するワンストップ窓口が設置されていないこと 

イ多機関協働による支援を行う場合にリーダーシップをとる機関がないので役

割分担や支援方針の共有ができないこと。※イとウは多機関協働の課題でもある。 

ウ複雑化・複合化した困難課題について「制度の狭間」のため利用できるサー

ビスや支援方法が見つからないこと、また、多機関協働して支援しようとし

ても、他の機関（窓口）の機能や役割、相談内容などについて十分に理解し

ていないため、相談内容からどこに連携してよいか分からないこと 

エ障がいの種類や年齢に応じた相談窓口が分かりにくいこと（西尾市障害者福

祉計画・障害者施策の課題）、平成１８年度開設の地域包括支援センターに

対する市民の認知度が低い（２９％が全く知らない・４１％が名前は知って

いるがどのような活動をしているか知らない…令和４年度介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査）、５０年以上にわたり地域福祉向上のため各種相談業務

等を行ってきた西尾市社会福祉協議会に対する市民の認知度が低い（約３

５％がわからない…令和４年度西尾市地域福祉計画等・福祉に関する市民ア

ンケート）ことから、細かく分かれた福祉制度の相談窓口が市民にとって身

近ではないこと 

 参考●社会福祉法第７５条第２項 

国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容 

易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 ◆包括的相談支援事業の移行方針 

ア縦割の壁を越え、既存の相談窓口が誰一人取り残さないための断らない相談窓 

口に移行して新たなセーフティネット（つながりの輪）を地域全体に広げてい 

く合理的な解決策として、「つながりの輪サポートステーション：通称つなサ

ポ」を市役所会議棟１階に開設。つなサポはつながりの輪支えあい事業全体の

マネジメント機能と既存の相談窓口が「断らない相談窓口」に移行するための

後方支援機関としての役割も担う。つなサポは断らない相談支援を実践してい

る福祉課の生活困窮担当を核に官民が連携したワンストップ窓口を目指す 

※つなサポの役割については、本実施計画の１（４）⑤の「５分で分かるつな 

がりの輪支えあい事業説明資料（Ｐ１５～１９）」に示しているとおり、大ま 

かには重層的な取組み（３点）と生活困窮者支援が２つの柱になります。 
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➊ 市⺠の相談を丸ごと受け止めて⽀援する「断らない
相談」体制をつなサポは今ある相談窓口とつくる 

➋ 孤独・孤⽴化や居住⽀援など制度の狭間の多様な 
困りごとに対応できる支援の受け皿をつくる 

➌ 多機関協働による支援会議（サポート会議）、 
新たな居場所づくり、⽀援の届かない⼈に 
「つながり続ける」こと（アウトリーチ）を⾏う 

生活 
困窮 
支援 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    は⼤谷翔平選手と同じ二刀流の支援組織です︕ 

  つなサポで使用する椅子や机等は、「より快適な毎日を、より多くの方々に」

をビジョンとするホームファニッシングカンパニーイケア・ジャパン株式会社の 

運営店舗である IKEA 長久手から地域貢献の一環として寄付を受け、以下のレイ 

アウトのように話しやすいアットホームな雰囲気の相談空間が誕生します。 

▼市役所会議棟１階に開設されるつなサポのレイアウト（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

  

社会福祉法（つながりの輪支えあい事業） 

（      ）の仕事 

改修⼯事中のつなサポ 
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 参考●イケア・ジャパン株式会社との包括連携協定 

つなサポの公共空間の提案を契機に西尾市と IKEA 長久手は、SDGs が求める 

「誰一人取り残さない」という理念のもと、子育て・教育・障がい・多文化・産

業などの幅広い分野で双方の資源を有効に活用した協働を推進することにより、

持続可能な地域共生社会の実現を図ることができるとして、令和７年１１月１２

日に包括連携協定を締結しました。これもつながりの輪としてとらえています。 

 

イつなサポは、困難課題の中心的な要因を踏まえて既存の相談支援窓口の役割分

担や支援方針などを調整・決定・共有するリーダーシップ権能によって市民の

相談を丸ごと受け止めて支援する体制が停滞しないよう努める。 

ウつなサポは、各分野の相談支援窓口との円滑なネットワーク（つながりの輪）

づくりのために「集まりやすく」「話しやすい」「風通しの良い」交流・情報

交換の場を設けて、支援する側の人と人のつながりを強め、それがセーフティ

ネットそのものである意識を高める。 

エつながりの輪支えあい事業への移行とつなサポ開設日の令和８年４月１日にあ

わせ、既存の障がい者と高齢者の相談窓口の名称を、これからの利用者に対し

てどんな相談ができるかを分かりやすくした名前に以下のとおり変更する。 

●相 談 ⽀ 援 事 業 所  → 障がい者サポートセンター 

 （地域活動支援センターは障がい者サポートセンター内の機能とする） 

●地域包括⽀援センター  → 高齢者サポートセンター 

窓口の名称変更により「制度の狭間」で生きづらさや社会的困難を抱える市民

が相談窓口に迷い誰にも相談できないとした「相談難民」となることを防ぐ。 

オ既存の相談支援窓口のうち、こども家庭センター、地域子育て支援センター、

子ども・若者総合相談センター「コンパス」、障がい者サポートセンター、高

齢者サポートセンターについては、伴走型支援を基本とする「断らない相談支

援」を実践し、包括的相談支援事業の中核的な役割を担うものとする。 

 参考●包括的な支援体制 ＝ 包括的相談支援事業 ではありません 

  「包括的な支援体制」はより広い意味をもつ考え方（上位概念）であり、 

「包括的相談支援事業」はその目標を達成するための一つの取組みである 

  「包括的な支援体制」と「包括的相談支援事業」は似ていますが、異なるものです。「包
括的な支援体制」は社会福祉法第 106 条の 3 に定められた、広い意味を持つ考え方で、
「包括的相談支援事業」は重層事業（同法第 106 条の 4 第２項）の第１号として位置 

づけられている事業です。つまり、「包括的な支援体制」は大きな目標であり、「包括的
相談支援事業」はその目標を達成するための一つの手段に過ぎません。 この二つの用語
を混同すると、相談窓口の包括化こそが包括的な支援体制であるという誤解が生まれてし
まいます。しかし、法に定められているとおり、包括的な支援体制においては、地域づく
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りと個別支援が両輪であり、重層事業の第１号事業に位置付けられている「包括的相談支
援事業」は、個別支援の入口の一つに過ぎません。 

    （出典『社会福祉法第 106 条の 3 に定める包括的⽀援体制の多様なあり⽅に関する調査研究報告書』2024 年 3 ⽉を加⼯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②参加支援事業【新しい事業】                        

 ◆参加支援事業の現状 

参加支援事業とは、既存の制度では対応できない個人や家族の困りごとに応じる 

ため、地域の社会資源（団体や施設など）を活用して、社会とのつながりをつくる 

ための多彩な支援メニューとのコーディネートやマッチングを行うものです。 

制度の狭間で困っている人に地域の資源を活用した「社会参加」を促すための事 

業です。この定義を満たしていれば、対象者や接続する地域の社会資源、支援体制 

などについては制限はなく、市町村の課題や実情に合わせて設計が可能な重層事業 

としての新しい事業になります。 

西尾市で現在行われている参加支援事業に該当すると思われるものは、次頁の表 

のとおりです。 
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▼西尾市で行われている参加支援事業と思われるメニュー 

支援機関 事業名 事業内容 Ｒ６実績 

子ども・若者
総合相談 
センター 
「コンパス」 
※市委託事業 

地域交流支援 

コンパスが地域団体と連携して社会とつなが

りが希薄な当事者が地域活動（例：子ども食

堂）に参加するために支援を行うもので、閉

じた居場所支援の次のステップとして開けた

地域社会の中に居場所を作るための支援 

延べ利用 

人数 ７人 

オンライン 
居場所 

対面が困難なひきこもりの方とオンラインゲ

ーム（マインクラフト）の専用空間で交流す

ることで他者との対話や相談員との信頼関係

を構築 

延べ利用 

人数５４人 

マイペース 
就活 

コンパスとハローワークとの三者面談（飲食

ＯＫの気軽なおしゃべり）から、ひとり一人

のペースに合わせて職業訓練・会社見学・職

場体験などの就労支援につなげていくもの 

延べ利用 

人数２５人 

多文化ルーム
KIBOU（きぼう） 

※市委託事業 

外国にルーツ
を持つ子供に
対する就学支
援事業 

KIBOU と教育委員会が毎年、外国籍の子供

に対する不就園不就学調査（アウトリーチ）

を実施して把握した園児・児童生徒の就園就

学のための学習支援を KIBOU が行うもの 

調査対象者  

５９人（把 

握者１人） 

不就学クラ

ス利用者 

１９人 

フードバンク
にしお 
※ボランティア事業 

⾷料支援事業 

フードバンク利用者のうち経済的支援の一助

になるように就労準備支援（中間支援）が必

要な方に食料支援の作業、精米作業やフード

パック作り、食材の配達や引取について担っ

てもらい、社会参加を促している。 

支援参加者 

２３人 

延べ 

支援回数 

１４１回 

 

参加支援には、交流の場づくりから就労支援、居住支援など、当事者の抱える課 

題によって、様々なバリエーションが想定されます。なお、広義の参加支援では既 

存の事業として、障がい分野における就労継続支援Ｂ型事業所（市内２０か所）と 

地域活動支援センター機能を有する障がい者サポートセンター（市内２か所）、生 

活困窮分野における就労準備支援事業（市内１か所）が該当します。しかし、つな 

がりの輪支えあい事業における参加支援は、こうした既存制度の支援対象にならな

い、社会とのつながりが希薄な孤独・孤立化している個別性の高いニーズを有して 

いる方を支援対象者（以下に例示）として想定しています。 

例）８０５０世帯の５０代の方など、世帯全体としては経済的困窮の状態にない 

が、子がひきこもり状態である世帯 

例）障害者総合支援法のサービスの支援対象とならないひきこもり状態の方 

例）精神的に不調があり、社会に出ることに不安がある方 

例）親や家族に頼れず、児童福祉法の支援対象にならない方 
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 ◆参加支援事業の課題 

ア孤立しがちな個人や家族が抱える狭間のニーズや課題（居住・就労等）をどう 

見つけ出すか、そして、それらに合う地域の資源（団体、事業者など）をどう

探し（開拓し）、それぞれの困りごとにどう対応できるかを明確にすること 

イそれぞれのニーズに合った資源開発からマッチング、フォローアップ、事業評 

価まで、段階的で長期にわたる支援が必要とされること 

ウ受け入れる地域の資源が対象者を理解しようとしているかなど、研修や受け入

れの支援を通じて、サービスの質が下がらないようにすること 

◆参加支援事業の移行方針 

ア孤独・孤立化をはじめ、ごみ屋敷対策や終活支援などに対する参加支援メニ

ューの拡充及び創出するための実証実験や調査研究の試行錯誤を重ね、地域

ニーズを踏まえた本市の参加支援事業のあり方を段階的に検討する 

なお、令和７年度に取組んだ実証実験や調査研究の実績は次頁のとおり 

イ参加支援利用者との関係性を途切れさせないよう、長期にわたる伴走型支援の 

方法、支援者が変更となる場合のつなぎ方などを検討し、支援関係者間で共有 
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実証実験 生活困窮者に対する⾷料支援を通じた多様な居場所づくり 

目 的 
生活困窮者に対する⾷料⽀援を通じた多様な居場所（交流体験や社会
活動など）の参加機会を提供することで、ひきこもり等の社会的な困
難を抱える当事者が⾃律するためのヒントやきっかけを⾒つける 

委 託 先 フードバンクにしお（事務局︓⻄尾市社会福祉協議会） 

主な取組 
ネグレクトや不登校、家族不和などの困難や課題を抱えた子どもを委
託先が毎⽉主催しているこども⾷堂で受入れアウトリーチを実践。フ
ードバンク利用者でひきこもり傾向の若者には有償ボランティアとし
て⾷糧支援の作業を手伝ってもらい社会参加を体験させた 

成 果 
生きづらさを抱えた子ども・若者が家族以外の⼤人と関わることで心
の通じ合う状態が形成できる居場所として機能している。また、団体
スタッフはひきこもりで生活困窮者のよき理解者となり、⾷料⽀援以
外についても⾃分のことを気軽に相談できる場所にもなっている 

課 題 
現在は一部の地域のみで開催しているいため、同様の多様な居場所づ
くりを市内全域で展開していく必要がある。したがって、現在の地域
の外の方などで送迎がない場合は、居場所までたどり着くことができ
ないことからサービス利⽤から漏れている⽅ができてしまうこと 

総 括 

サービス格差を埋めるには社協のコミュニティソーシャルワーカー
（CSW）の活⽤や地区社協の機能強化により、市内全域でのサービ
スの平準化を図ることも選択肢の一つ。ただし、地域により個別ニー
ズが異なる場合の対応⽅法も容易ではない。本事業は８年度からは生
活困窮者支援等のための地域づくり事業として実施予定 

 

実証実験 市⺠ボランティアによる残置物処分 

目 的 
生活困窮等により⾃分ではどうしても家屋や敷地内の不要な物を処分
できない方に対し、市⺠ボランティアの清掃や片づけによる環境改善
を⾏うとともに、排出されたゴミを適切に処理する 

委 託 先 クリーンサポート２４０（市⺠ボランティア団体） 

主な取組 

対象者…非課税世帯、障害年⾦のみの世帯、多子世帯のひとり親家庭
で収⼊が安定しない世帯、そのほか複雑な課題を抱えた世帯 
対象者負担…無料（市の委託料でボランティア謝礼や保険料、廃棄物
処理費用を負担） 

成 果 
７年度稼働は４件の９回。セルフネグレクトが進む精神障がい者の部
屋が⽚付くことで落ち着きを取り戻し会話ができるようになった。未
婚ひとり親家庭では歩⾏の始まった子どもに清潔な環境を提供できた 

課 題 
ボランティア登録は１１名いるが就労者が多いため、最低でも２名以
上必要となる活動の⽇程調整に苦慮している。地域ニーズは少なくな
いが清掃ボランティアの⼈材確保が課題である 

総 括 

これまでも様々な理由により「ごみ屋敷」状態となり、それに苦しみ
もがいている⼈はたくさんいたが、市⺠ボランティアの活動範囲は限
られていた。市が地域課題として支援策に位置付けたことにより市⺠
ボランティア団体の活動範囲が拡⼤したことは良かった 

▼令和７年度に取組んだ参加支援の実証実験・調査研究 
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調査研究 ⼤⼈のひきこもり支援（つながりルームらぽっと） 

目 的 
本市には３９歳〜６４歳のひきこもり者を対象にした実質的な相談⽀
援機関がない。コンパスからのゆるい引き継ぎまたは地域で孤独・孤
⽴化に悩む中高年の⽅及びその家族に対し、当事者が望む、その人ら
しい人生を歩むための伴走型支援の⽅法について調査、研究した 

委 託 先 ⻄尾市社会福祉協議会 

主な取組 
ひきこもり⽀援の内外部研修を⾏い、職員の知識の研鑽を⾏った。コ
ンパスなどの相談⽀援機関からつながったひきこもり者に総合福祉セ
ンターで社協の仕事（封入・冊子づくりなど）を有償で手伝ってもら
い、⾃分で得た収入で買い物をする体験をさせた 

成 果 
ひきこもり者の就労体験を通じて当事者が仕事で対価を得ることで就
労の意義を⾒出し、総合福祉センターに通うことができるようになっ
たことは⼤きな一歩だった 

課 題 
中高年のひきこもり者に対しては家族に密着した⽀援が中⼼になるが 
今年度は家族へのアプローチはあまりできなかった。令和８年度は市
⺠講座や家族同⼠のピアカウンセリングを実施し、家族支援の実践を
重ねて、より幅広い⽀援を目指していきたい 

総 括 

８０５０問題の地域における顕在化は明確になった。把握（アウトリ
ーチ）も支援も時間を要する⼤⼈のひきこもり支援の効果的な取り組
みのためにはコンパスとの連携や『ひきこもり支援ハンドブック』の
読み込みを進めて、８年 4 ⽉開設の「つながりルームらぽっと」が地
域から信頼される「こもりびと窓⼝」として成⻑させていきたい 

調査研究 エンディングサポート 

目 的 
高齢者単身世帯の増加（Ｐ１４）によりニーズが高まる、身寄りのな
い方や身寄りがあっても頼れない方が⾃身亡き後の葬儀、納骨、家財
処分、⾏政への届出等住み慣れた地域で安心して最期を迎えられるよ
う「死後事務支援」のあり⽅について調査、研究した 

委 託 先 ⻄尾市社会福祉協議会 

主な取組 
先進地（知多地域権利擁護センター、豊田市社会福祉協議会）の視察
や関係する研修を受けて事業に対する知識を深めた。包括的な⽀援体
制を構築するため、社協職員を対象にした「身寄りのない高齢者への
エンディングサポート」を開催 

成 果 
先進地視察により、市⺠や関係の相談窓口が活用できる「⻄尾市版エ
ンディングサポート事業フローチャート」を作成し、事業実施に向け
た基本的な流れを可視化することができた 

課 題 遺族とのトラブルを避けるため、⼾籍謄本を取得し主な親族には事前
に連絡、契約者との公正証書遺⾔を必須とする等の検討が必要 

総 括 

「少額短期保険」により貯蓄が少ない⽅も安心して死後事務支援を受
けられる制度設計を進めているが、病名等により少額短期保険を契約
できない⽅もいる。誰一⼈取り残さないための死後事務支援を構築す
るためには、弁護⼠、司法書⼠等との事例検討を重ね、試⾏的な取組
みを踏まえて令和８年１０⽉の本格実施を目指す 
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③地域づくり事業                              

 ◆地域づくり事業の現状 

地域づくり事業とは、世代や属性を超えて誰もが交流できる場所をつくり、人と 

人とのつながりを育む支援のことです。重層事業では、子ども、障がい、高齢者、 

生活困窮の４分野で行われている下表の既存の地域づくり事業を一つにまとめるこ 

とで「制度の狭間」に置かれていた当事者に対して、行政と市民が協働しながら、 

柔軟にサポートしていくことを目的としています。 

地域づくり事業では、➊世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備を行う 

とともに、➋地域における資源の開発（≒参加支援）やネットワークづくり、支援 

ニーズと取組みのマッチング等により地域における多様な主体による「人と人」 

「人と居場所」をつなぐ（つながりの輪の）コーディネートを行い、交流・参加・ 

学びの機会を増やし、さらに、➌地域の社会資源を幅広くアセスメント（≒参加支

援）した上で、多様な地域活動や支えあいの活動などが生まれやすい環境（プラッ 

トフォーム）を整備します。 

なお、本市における既存の地域づくり事業は以下のとおりです。 

 

▼西尾市で行われている地域づくり事業   ※太字は重層事業交付金の実施事業     

分 野 事業名（根拠法） 事業内容 主体 数 担当課 

子 ど も 

地域子育て支援拠点 
事業 
（子ども・子育て⽀援法） 

乳幼児がいる子育て家
庭を対象に、保育園や
公共施設の一角に交流
の場を提供し、育児相
談、育児講座、情報提
供を行っている 

直営 ７ 
子ども部 
家庭児童⽀援課 

委託 ９ 

子ども⾷堂 
子どもが一人でも行け
る場所で無料または定
額の食事を提供 

⺠間 12 子ども部 
子育て⽀援課 

障 が い 

地域活動支援センター
事業 
（障害者総合⽀援法） 
※Ｒ８年４⽉から 
障がい者サポートセンタ 
ー 

・フリースペース（日
中の居場所、憩いの
場）の提供 

・創作活動の場の提供 
・社会適応訓練、機能

訓練の場の提供 
・啓発活動の実施 
・社会参加活動の実施 
・レクリエーション活

動の実施 

委託 １ 健康福祉部 
福祉課 

高 齢 者 
（ 介 護 ） 

地域介護予防活動支援
事業 
（介護保険法） 

①高齢者通いの場 
②シルバー元気教室 
③まちの体操教室 
④粋な西尾､一色道場 

委託 
①45 
②14 
③60 
④ ２ 

健康福祉部 
⻑寿課 

⑤いきいきサロン事業 ⺠間 53 
赤い羽根 
助 成 ⾦ 事 業
（社協）  
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生活支援体制整備事業 
（介護保険法） 

①生活支援コーディネ
ータの配置 

②高齢者生活支援サー
ビス 

③高齢者支え隊会議・座
談会 

①は 
直 営 と
委託 
②③は 

委託 

①直 3 人 
委８人 

②29※ 
③101※ 
※実施件数 

健康福祉部 
⻑寿課 

生活困窮 
生活困窮者支援等のた
めの地域づくり事業 
（生活困窮者⾃⽴⽀援法） 

令和８年度から実施予
定（委託） － － 健康福祉部 

福祉課 

  

◆地域づくり事業の課題 

ア既存の地域づくり事業は、法的根拠が異なる４分野が一体（庁内連携）となっ

て、世代や属性にとらわれない支援の受け皿として機能できるかを調整するこ

と、特に対象者・規模などの見直し（介護と障がいの一体化は枠組みを意識し

ない柔軟性が求められる）や多様なニーズに対応できる地域づくりが必要 

イ生活困窮者支援等のための地域づくり事業は未実施のため、地域のニーズを把

握して、事業の整備を進めていく必要があること 

ウ社会構造の変化や個人の価値観の多様化により、地域で互いに支え合う力が弱

くなっていること 

 ◆地域づくり事業の移行方針 

アつなサポが中心となり、既存の４分野の地域づくり事業を連携し運用するだけ 

でなく、地域の社会資源を幅広くアセスメントして、世代や属性を超えて交流 

できる場や居場所のあり方を検討し、試行的な取組みを通じて多様なニーズに 

対応できる地域づくりを進める。その中で未実施の生活困窮者支援等のための 

地域づくり事業は、試行的に取り組んだ参加支援事業（Ｐ３９）の生活困窮者 

に対する食料支援を通じた多様な居場所づくりとして実施する 

 イ地域の支え合う力を高めるためには（参加支援事業と似ているが）既存の地域 

資源の活用、新たな地域資源の発掘、地域資源同士の連携、市民の地域活動へ 

の参加機会の増加とした地域を耕し地域資源を増加・活発化させる時間のかか 

る作業が必要となる。例えば、高齢者と障がい者の互いのニーズを逆転させて

「支えられる」関係性から「支え合う」関係性に変化させるなどの視点を変え 

ていくことも必要。地域づくりは（参加支援事業も同様に）地域に既に「ある」

ものを活かす視点が不可欠であり、まずは地域に飛び出して、市民や活動団体 

と対等な関係を築きながら、地域や社会資源（場所・活動・サービス・情報な

ど）の現状を把握すること（＝フィールドワークでの確認）が重要 
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▼地域づくり事業の今 

 

 

 

 

 

 

 

▼地域づくり事業のこれから 

 

 

 

 

 

 

 

 

つながりの輪支えあい事業の背景を考えると、既存の制度にとらわれず、それぞ 

れの地域の実情や困りごとを抱える人の状況を考慮した上で「どんな地域にしたい 

か」「どんなサポートができるか」ということを、市だけでなく、市民とともに考 

え、計画し、実現していくプロセスそのものが「地域づくり」だと言えます。 

つまり、分野を問わず積極的に「地域づくり」に参加してくれる人が増え、地域

の資源が豊かになっていくこと（＝つながりの輪の拡大）こそ、「地域づくり」が

目指す姿です。 

以上を踏まえて市では、多様なニーズに対応できる地域づくりの居場所として

上記アの地域づくり事業も含め以下のとおり３つの事業を計画しています。 

▼多様なニーズに対応できる３つの地域づくり事業計画 

事 業 名 総合福祉センターの一部リニューアル（分野横断型の居場所づくり） 

事業概要 

総合福祉センターの１階ロビー（フリースペース）と３階ボランティ
ア相談室を、その利⽤活性化を図るとともに、つながりの輪支えあい
事業の一環として社会的困難を抱えるひきこもり者⽀援のため、快適
性と機能性を重視した北欧系の家具などを配置し、新たな市⺠の居場
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所空間としてリニューアル（下図参照）する。これにより１階のロビ
ーは、属性や世代を問わないすべての市⺠が快適に利⽤できる空間
に、３階のボランティア相談室は「つながりルームらぽっと」と名称
を変え、主に３０代以上のひきこもりの支援拠点として活⽤すること
を予定 

実施目標 

1 階は、すべての市⺠が思い思いの姿で過ごせる機能的な空間として
新しい出会いやコミュニケーションが生まれることを期待。 
3 階は、利用者が⾃分らしく振舞い、⼼の成⻑を⽀えながら⾃分の個
性を生かして社会とつながるヒントを⾒つけることのできる空間利用
を期待 

利⽤開始 令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇（予定）※リニューアルは 8 年 3 ⽉末実施予定 
事業主体 ⻄尾市・⻄尾市社会福祉協議会（指定管理者） 

備 考 

障がい者就労⽀援の一環として障がいのある⽅が家具の組⽴に有償で携わ
ることを予定しています。なお、リニューアルのデザイン提案、家具等の
調達及び障がい者に対する組⽴⽀援を担う事業者はプロポーザルに応募し
た５社から厳正な審査によりイケア・ジャパン株式会社（IKEA ⻑久手）を
選考しました。また、⽼朽化が著しい１階ロビーの床及び天井の改修⼯事
についても令和８年１⽉〜３⽉上旬に実施することを予定しています 

▼総合福祉センターの一部リニューアルイメージ（予定） 
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事 業 名 多様なこどもたちのための地域における生活・学習支援事業 

事業概要 

地域に密着した「ほっと一息リビングカフェ」をビジョンに地域の⼤
切な宝である「子ども」を家庭と地域で共に育てるため、主に生活困
窮や多様な生きづらさを抱える小中学生を対象に令和 8 年 5 ⽉開業予
定のカフェで週 2 回、３０席中１６席を開放し、午後 4 時からは教員
ＯＢや⼤学生による学習・生活支援を⾏い、午後 5 時からは子ども⾷
堂として夕⾷を提供する。 

実施目標 

放課後に⽴ち寄って勉強し、遊び、相談できて、⾷事できる居場所
（サードプレイス）として、子どもたちが楽しく元気で安心して過ご
せる機会をつくる。また、外国ルーツの子どもには他の機関と連携し
てサポートする。このカフェは教員など子どもとの関わりが深い職業
を目指す⼤学生にとっての貴重な社会体験の場となるとともに、気軽
に利用できるカフェの特⾊を生かして保護者同⼠のつながりの場とし
て、アウトリーチしやすい拠点（ゲートウェイ）にもなる。 

利⽤開始 令和 8 年５⽉（予定） 
委託候補 市⺠ボランティア団体 

備 考 カフェの収益と官⺠連携による委託料で運営費を賄うソーシャルビジ
ネスのモデルケースにもなる。 

 

事 業 名 
主に未就園の親子のこころがほっとするスポット 
（アウトリーチ等を通じた継続的⽀援事業でもある） 

事業概要 

健診は受けたものの子どもの発達や子育てに不安がある方、医療機関
の診察待ちにより療育が受けられない方、子育て⽀援センターなどに
通えない方、不登園や登園渋りで⻑期休園が不安な方などを対象に、
児童発達支援施設の部屋を毎週 1 回、午前 9 時から午後 3 時まで開放
し、いつでも⾃由に利⽤できる居場所を提供。児童発達支援の専門職
が保護者の困り感に寄り添い、適切な助⾔や情報提供を⾏うほか、必
要に応じてこども家庭センターなどにつなぐ。 

実施目標 
子育てに何かしらの不安のある保護者で孤独・孤⽴化傾向の方に利用
しやすい寄り添い型の居場所を提供することにより、支援の届かない
子育て家庭へのアウトリーチを実践する。 

利⽤開始 令和 8 年 9 ⽉ 1 ⽇（予定） 
委託候補 社会福祉法人  

備 考 
プログラム例）体操と集団遊び、昼食を摂る場所の提供、自由遊びと

ものづくり、片付けと絵本読み 

※２年間の試行的取組みから継続性を検討 
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④アウトリーチ等を通じた継続的支援事業【新しい事業】            

 ◆アウトリーチ等事業の現状 

 アウトリーチ等事業は、複雑化・複合化した課題を抱えているため必要な支援が 

届いてない人に支援を届けるための事業です。したがって、多くの事案は当事者本 

人から利用申込（本人同意）を得ることができない状態（自ら支援を求めることの 

できない人やつながることに拒否的な人）であることが想定されます。このような 

対象者像を踏まえ、アウトリーチ等事業は、当事者本人と直接かつ継続的に「つな 

がる」ための信頼関係を構築する事業として、つながりづくりに向けた支援（＝身 

近なつながりの輪）であるとも言えます。 

 なお、相談支援機関（窓口）に対するアンケート調査結果（本実施計画Ｐ８）で 

は、困難事例で苦慮する要因として「当事者及び家族に問題意識が希薄」が上位で 

した。また、下図のとおり潜在的要支援者を把握してアウトリーチを実施している 

市内の相談支援機関は全体の約１５％で、具体的な手法としては、地域（民生委員 

や地域住民）や関係機関（関係者）からの情報提供、相談者との面談や家庭訪問の 

際のインテークまたはアセスメントの中での気づき、教室参加時の基本チェック時 

の気づき、一定地域に調査票を配布することによる把握等がありました。 

 

▼潜在的要支援者の把握とアウトリーチの実施状況のアンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、子ども・若者総合相談センター「コンパス」では、中・高校生等に対し 

てクレジットカードサイズのカードを配ったり、インターネットの有料広告でコ 

ンパスへの検索到達率を高めたりして、どんな悩みでも受け止める窓口が身近に 

あることを若者にアピールすることで当事者側からの相談意欲の向上を図ってい

73%

15%
6%

5% 1%
潜在的要支援者は把握していない、
アウトリーチ等も実施していない

潜在的要支援者を把握して、アウト
リーチ等を実施している

潜在的要支援者は把握している、ア
ウトリーチ等は実施していない

その他

潜在的要支援者は把握している、ア
ウトリーチ等が必要な支援者はいな

い

アウトリーチ未実施
→地域の潜在的ニーズが

ないわけではありません

アウトリーチ実施
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ます。コンパスにおけるＳＮＳ相談やオンライン居場所（本実施計画Ｐ３７参照）

も若者からの相談率を上げるツールですが、中にはＳＮＳ登録後１年近く経って 

から対話が開始されたケースもあるように当事者本人とつながるまでに時間を要 

する場合もあります。なお、コンパスの支援実績として当事者本人とつながるこ

とができている当事者率は全体の約７割と非常に高い割合になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アウトリーチ等事業については、発見・保護者支援・本人支援・接続の４段階の

支援の流れがあります。支援が必要な人を発見するため、相談支援機関とのネット

ワークや市民とのつながりを築き、地域の状況等にかかる情報を幅広く収集するほ

か、事前調整・関係性構築に向けた支援・家庭訪問・同行支援など（＝大きなつな

がりの輪）を行います。   

また、長期にわたるひきこもりの状態にある人などは社会や他者とのつながりが

希薄化している場合が多いため、本人と直接つながるまでに時間がかかることが想 

定されます。このため、本人及び家族に対するアセスメントを基本とするものの、 

本人同意（利用申込）を得る前と得た後では支援内容に違いがあり、その時々に応 

じた適切な対応をしていく必要があります。 

 本人同意を得る前の支援としては、必要に応じて「本人に会う前の丁寧な事前調 

整」や「本人との関係性構築に向けた継続的な働きかけ」を行い、本人を追い立て 

ることなく、時間をかけて信頼関係をつくることに重点をおきます。なお、緊急性 

の高いケースの場合には速やかに警察や医療機関と連携します。本人と関係性を構 

築し直接会うことができた後は、さらに丁寧なアセスメントを行い、必要な支援や 

今後の方向性を一緒に考えていきます。 

コンパスのカード（裏面）☛ 

☚ 中・高校生等に配布している 

クレジットカードサイズの 

コンパスのカード（表面） 
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次に、本人同意が得られた後、アウトリーチ等事業者が単独で支援を行う場合と、 

多機関協働事業において相談支援機関と調整を行い、早い段階から本人との関係づ 

くりを行うことが求められる多機関協働事業者とアウトリーチ等事業者が連携しな 

がら支援を行う場合があります。 

 なお、本人やその家族にとって適切な相談支援機関につなぎ、それらの関係性が 

安定した段階で、アウトリーチ等事業の支援は一旦終結となります。 

 ◆アウトリーチ等事業の課題 

ア困り感がない人、支援につながることに拒否的な人または非協力的な家族に対 

するアウトリーチ等事業は非常に難しく、支援する側に高い技術が求められる 

こと、同様にそうした該当者の把握（アプローチ）も非常に難しいこと 

イ市役所の市民窓口でアウトリーチを行うには、福祉分野以外の窓口でも職員一 

人ひとりが市民の多様な困りごとや生きづらさに「気づき」、適切な支援機関 

や部署へ「つなぐ」ことが必要だが、面談や電話の応対で市民が直接口にしな 

い潜在的な困りごと（支援ニーズ）に「気づく」ことができるのか 

ウ人口の約８％（約１万３千人）を占める外国人市民（ベトナム・ブラジル・フ 

ィリピン・インドネシアで約１万１千人／小・中学校で日本語教育が必要な児 

童生徒は約９００人）や障がいや孤独・孤立化などから、生きづらさや困難を 

相談したくても相談することのできない人（他者との意思疎通が難しい人・情

報にアクセスできない人）が取り残されていること、また、そうした人に寄り

添い、支えられる人材が求められていること 

エ当事者本人につながりが持てないため、抱えている生きづらさや困難の原因が 

分からず、支援が進まないまま時間が過ぎてしまうこと 

オ地域で支えあう力が弱まり、民生委員など地域福祉に関わる人の高齢化（担い 

手不足）により地域からの幅広い情報収集が難しくなっていること 

 ◆アウトリーチ等事業の移行方針 

ア地方自治法（第１条の２）が「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ること 

を基本として」と定めているように、行政はすべての市民の自律を支援するた 

めの組織であることから、アウトリーチ等事業には困難を抱える本人または家 

族が支援を受け入れるまで、訪問以外の方法も検討し、継続して働きかけるこ 

とが基本と考える。つながりの輪支えあい事業としては、困難事例に対して一 

人の職員、一つの機関だけで抱え込まず、多機関協働による意見交換や対話を 

重ね、必要に応じてアウトリーチ等事業の専門家からの知見や助言を受け、ど 

こかに支援の道筋を見つけ出すこと、それを断念すれば行政の責任放棄となる。
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こうした目的意識を各相談支援機関の間で共有することが、「つながりの輪」 

の重層感をより強化する。なお、支援する側を専門的に援助するためのアウト 

リーチ等事業としては以下を予定している 

▼支援側を専門的に援助するアウトリーチ等事業計画 

事 業 名 Kokoro つながりサポート事業 

事業概要 

つなサポに寄せられる相談のうち、発達障がいや⼼の不調で不安を抱
え、家族や地域との交流や⽀援を拒否し孤独・孤⽴化している方、ま
たは何かしらの理由により地域で問題になっている方について、つな
サポの訪問支援が必要と判断された場合、精神障がい者支援を得意と
するＮＰＯ法⼈の専門職が同⾏して対話のきっかけをつくる 

実施目標 

精神障がい者⽀援の専門職が同⾏することにより、当事者及び家族の
ニーズを把握し不安の軽減や問題解決の糸⼝を⾒つけるとともに、寄
り添い、孤独・孤⽴化を軽減する。また、必要に応じてサポート会議
を⾏い、アドバイスを求める 

利⽤開始 令和 8 年４⽉（予定） 
委託候補 ＮＰＯ法人  
備 考 専門職は精神保健福祉士の予定 

イすべての市民窓口職員が市民の口調・行動・態度・身なりなどから生活の課題 

に気づき、的確な支援につなぐことを学ぶため、生活困窮者の断らない相談支 

援で全国的に有名な神奈川県座間市が毎年度実施している窓口職員研修を座間 

市職員を講師に招き、令和７年１１月に実施（本実施計画Ｐ２９参照） 

ウつながりの輪を拡大しアウトリーチのアン 

テナを高くするため、市民の身近な場所で 

相談を受け止めて適切な支援機関またはつ 

なサポにつなげる「つなサポ相談窓口」を 

学校区単位で設置。例えば、児童クラブや 

居宅介護支援事業所等に案内シールを貼る。 

つなサポ相談窓口からどこへつなぐのかが 

分かるフローチャート図を作成。そして、コンパスのようにカードやチラシ

を作成し、断らない相談支援窓口であるつなサポについて市民に幅広くＰＲ 

エつなサポでは、他者とのコミュニケーションが難しい人に対し、多言語通訳

者や手話通訳者など、専門スキルを持つ職員が市役所に配置されていること

を事前に広く周知し、安心して相談できる環境を整える。また、日本語が不

自由な意思疎通困難者の相談や手続きを円滑に行うため、例えば、多言語通

つなサポ相談窓⼝の 
シール（準備中） 
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訳者を市役所の一か所に集約して配置するなど、増加傾向の多国籍な外国人

市民に最もやさしいワンストップ窓口対応についても検討する 

 オアウトリーチ等事業は当事者本人と直接つながるまで時間がかかっても間接的

につながっていることが支援の入口を見出すことになる。このため、アで示し

たとおりアウトリーチ等事業を継続していくことしか道はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考●支援は、必ずしも相談から始まるわけではない 

一般的に、当事者への支援は、行政機関の窓口相談から始まるイメージを持つ傾向があ 
りますが、その視点は、窓口と制度を設定している行政側の視点であり、実態を表してい 
るとは言えません。そもそも相談窓口に直接出向くことが心理的に難しい人も少なくあり 
ませんし、課題が複合化・複雑化している人にとっては、どこに課題解決に向けた糸口が 
あるかもわからない場合や、自らが複合的な課題を抱えているという認識がない人もいま
す。また、過去に相談した時の経験などから、行政窓口への相談を躊躇している人もおり、
そうした人こそ生活課題が見えなくなり、ひきこもったり、生活課題の複雑化が進むとい 
ったこともあります。このため、つなサポの空間は相談者が話しやすいアットホームな雰 
囲気のある室内のインテリアデザインに配慮しました（本実施計画Ｐ３４参照）。 
 また、相談窓口を遠くに感じる人に対して、地域住民がさりげなく相談に向けて背中を 
押してあげることもあるでしょう。通いの場やサロン、あるいは町内の集まりなどを通じ
て、住民が他の住民の抱えている課題に気づくこともありますし、とりわけ複雑化・複合

化した課題を抱える方への伴走支援では、当事者が自らの課題を他者に話す段階まで時間
がかかることも多く、その相手にしても必ずしも専門職や行政窓口とは限りません。
（『重層事業に関わることになった人に向けたガイドブック（令和３年３月）』より） 



 

－ 51 － 

 

西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤多機関協働事業【新しい事業】                       

 ◆多機関協働事業の現状 

多機関協働事業は、単独の支援機関では対応が難しい複雑化・複合化した課題の 

解きほぐしが求められる困難事例に関係する支援機関の役割分担や支援の方向性を 

定める調整機能（リーダーシップ権能）を担い、支援の進捗状況を把握したり支援 

プランを策定したりするもので、アウトリーチ等事業と合わせて包括的相談支援事

業の効果的な役割を担うつながりの輪支えあい事業の中核となる新規事業です。 

重層事業では、まだ相談につながっていない人を支援するため本人の同意がなく 

ても個人情報を共有できる支援会議（社会福祉法第１０６条の６）と、支援プラン 

の適切性の協議等のための重層的支援会議が設けられています。国は「重層事業に 

係る自治体事務マニュアル」で、支援プランを作る際は重層的支援会議において、 

包括的相談支援事業、参加支援事業、アウトリーチ等事業をはじめとする支援関係 

機関と役割分担や支援の目標・方向性について議論を行うことを示しています。重 

層的支援会議とは、３つの役割（➊プランの適切性の協議 ➋プラン終結時等の評

価 ➌社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討）を果たすことが求められて

いますが、状況に応じて他の役割を果たすなど柔軟に対応できるとされています。 

支援会議及び重層的支援会議については、多機関協働事業者（本市はつなサポ）

が主催しますが、行政には介護保険法に基づく地域ケア会議、障害者総合支援法に 

基づく自立支援協議会、子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者支援地

域協議会、生活困窮者自立支援法に基づく支援調整会議など様々な既存の会議体が 

存在しています。このため、国は既存の会議体と時間を切り分けて同日に開催する 

等の工夫を行い、効果的・効率的な開催に努めることが重要と示しています。 

つながりの輪の 
多様な入口が 
相談のはじまり 

になります 
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▼重層事業に関わることになった人に向けたガイドブック（令和３年３月）から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、多機関協働事業は、複雑化・複合化した困難事例に対応する支援機関が

抱える課題を把握するなど支援者を後方から支える役割も担う事業とも言えます。 

そして、多機関協働事業では、支援機関同士がスムーズに連携する仕組み（つな

がりの輪）を築きます。この連携を通じて、地域での生活課題などを共有し、新し

い福祉サービスや、参加支援事業、地域づくり事業など、様々な支援方法を生み出

していくことも大切な役割です。 

◆多機関協働事業の課題 

ア相談支援機関（窓口）に対するアンケート調査結果（本実施計画Ｐ８～１０） 

では、多機関連携した場合に相談内容からどこに連携してよいか分からないこ 

と、リーダーシップをとる機関がないので役割分担や支援方針の共有ができな 

いこと、困難事例に対しては利用できるサービスや支援方法が見つからないな 

どが判明し、現状としては多機関協働が円滑に行われていないこと。なお、つ 

なぐ方法としては、約４３％が情報提供のみ、約２３％が該当機関に連絡のみ、 

専門外の相談を受け止めた職員が該当機関まで相談者と同行する「寄り添い対 

応」をしている窓口が約７％という実態である 

イ重層事業に取り組む自治体では、多機関協働を担う中核機関（本市はつなサポ） 

に「制度の狭間」の困難事例が集中するため、中核機関が多機関調整に追われ、 

負担が大きくなり、孤立して疲弊してしまうことが報告されている 

ウ既存の会議体と役割を分け、支援会議及び重層的支援会議の効率的・効果的に

運用する必要がある。また、つなサポ窓口を含めた支援機関同士がスムーズか

つ迅速につながるための共通のアセスメントシート様式がない 

 ◆多機関協働事業の移行方針 

アつなサポが主宰する多機関協働の関係性を明確にするため、「西尾市～すべ
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ての人のために～つながりの輪支えあい事業実施要綱（以下「実施要綱」）」

を令和７年４月に制定。実施要綱（第５条）では、潜在的な相談者のための

支援会議及び重層的支援会議を「つながりの輪ワーキングチーム（以下「Ｗ 

Ｔ」）」と規定し、ＷＴを下図のとおり、Ａ 代表者会議～Ｄ つながりの輪ネ

ットワーク（協力機関）の４つの階層に区分した。 

▼つながりの輪ワーキングチーム（ＷＴ）の関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多機関協働の実務の中心はＷＴのＢのサポート会議で、つなサポが招集する

関係機関の支援担当者が困難事例の支援方針や役割分担などの支援プランを

決定、共有する。なお、Ａの代表者会議の構成員（★はＣのつなサポミーテ

ィングの構成員）は以下を予定している。 

分  野 ⾏政機関 ⺠間機関（委託機関等含む） 

こ ど も 
こども家庭センター（市健康福祉部健
康課・市子ども部家庭児童⽀援課）★  

市教育委員会事務局生涯学習課 子ども・若者総合相談センター 
コンパス★ 

障 が い 市健康福祉部福祉課 
（障がい福祉Ｇ）★ 

障がい者サポートセンター 
（旧障がい者相談⽀援事業所・ 
旧地域活動⽀援センター） 

 

ＷＴの中心は、つなサポ 
が随時招集するＢのサポ 
ート会議で、支援機関の 

援助職により困難事例の支 
援方針や役割分担などの支 
援プランを決定、共有す 
る場になる 

 

多機関の代表者に
よる会議は年２回程
度で、事業全体の改
善点等を協議する 

 

Ｃのつなサポ 
ミーティングは今 
のＰＴのように事業 
推進に直面する 
課題等をタイム 
リーに調整する 

 

身近なつなサポ 
窓口として受け 
止めた市民の相 
談を適切な機関 
につなぐ 
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児童発達⽀援センター・市⽴⽩ばら園
（市子ども部保育課）  

愛知県⻄尾保健所  
高 齢 市健康福祉部⻑寿課★ 高齢者サポートセンター 

（旧地域包括⽀援センター） 
生 活 困 窮 市健康福祉部福祉課（地域福祉Ｇ）★ ⻄尾市社会福祉協議会 
就 労 ⻄尾公共職業安定所  
治 安 愛知県⻄尾警察署  

 なお、４つのＷＴの役割と階層図は以下のとおりで、ＡからＤまでは上下関係

ではなく構成員が重なっているのと同じくその関係も重層的である。 

▼つながりの輪ワーキングチーム（ＷＴ）の階層図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イつなサポは、実施要綱（第４条）に規定しているとおり、ＷＴのサポート会

議のリーダーシップ役として「制度の狭間」の困難課題の主訴を踏まえ既存

の相談支援機関の役割分担や支援方針等を調整、決定する権限を持つことに

より、多機関協働事業の中核機関として、負担や疲弊の防止を図る。 
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ウ多機関協働を円滑に進めるための研修として、官民の相談支援機関職員５０

名を対象に長谷川俊雄ＳＶのファシリテーションによるワークショップ「つ

ながり Café」を令和７年度に全３回開催（本実施計画Ｐ２７参照）。分野の

異なる支援機関職員が膝を突き合わせて対話した成果を踏まえて以下のとお

りサポート会議（多機関協働）で大切にしたいことを作成。また、つなサポ

では今後、ＷＴの効果的な心のケア（メンタルケア）導入についても検討 

▼西尾市のサポート会議（多機関協働）で大切にしたいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エつなサポはＰ３１の【断らない相談】【当事者主権】【自律】とする基本理念 

の実践意識の向上と多機関協働を円滑に進めるため、４階層のＷＴごとの管理 

職及び実務担当者などに対する事業概要の丁寧な説明を毎年度、行う。その順 

サポート会議（多機関協働）の基本姿勢 
 ➀どんな相談でもまずは受け止める 
 ②自分には関係ないとする他人事意識ではなく、多機関というチームで 

一歩「踏み込む」勇気を持ち、かつ、柔軟に「はみ出す」姿勢で支援を
考える視点で臨む 

 ③案件について一定の情報共有を図った上で会議に参加する 
➃平時より顔の見える関係から信頼関係を培っておく 

 
 サポート会議（多機関協働）が目指したい姿 

 ➀支援者都合ではなく当事者や家族等のことを第一に考える 
 ②ポジティブ思考で「私たちならこれができること」を中心に話し合い、 

役割分担を調整する 
 ③支援目標を共通理解した上で、意見が否定されず互いが尊重される 

発言しやすい安心感のある対話の場をつくる 
 ➃ＷＴ（サポート会議）メンバーで成功体験を積んでいく 
 

 サポート会議（多機関協働）で守りたいこと 
 ➀話はさえぎらずに最後まで聞くこと（対話は結論→理由の順に簡潔明 

瞭を基本とする） 
 ②業務や責任を一人に集中させないこと（チーム支援） 
➂みんなの時間を使う会議の終了時刻を守ること 
➃つなサポのリーダーシップによる合意形成を共有すること 
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西尾市ではＷＴと呼び、 
つなサポがマネジメント 
して支援の停滞を防ぐ 

番は、ＰＴの延長組織とも言える「Ｃのつなサポミーティング」から「Ａの代 

表者会議」、「Ｄの協力機関」とする。座間市のように新任職員研修メニュー 

に加えたり、小さな成功体験をＷＴ内で共有したりすることが大事。人事異動 

による「やり直し」にはなるものの、つなサポとともに職員が安心して一歩を 

踏み込めるための仕組みづくりのためには、こうした取り組みを通じて「気づ 

く人」と「動ける人」を庁内に増やしていく 

オつなサポは多機関協働の一環として住宅セーフティネット法による「居住支

援法人」の県指定を受ける予定の社会福祉協議会と多様な居住支援のあり方

を建築課が計画している市営住宅の目的外利用によるサブリース化の活用を

踏まえて検討、実践する。 

カつなサポは、ＷＴについては、既存の会議体との連携や柔軟な開催方法など、

効率的で効果的な運営方法を検討し、実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キつなサポとＰ４９のつなサポ相談窓口（＝Ｄの協力機関）及び各相談支援機

関（窓口）間で共有活用できるアセスメントシートの共通様式として、次頁

のとおり『つなぐシート』（やさしい日本語版も）を作成、利用する 

 

既存の会議 
体との一体 
運用や多機 
関協働の 
ルールも 
作成 

つなサポはＷＴの調整、 
決定する権能を持ちます！ 
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西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

▼西尾市のつなぐシート 

 （↓表面）…主に相談をした側が記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（↓裏面）…相談を受けた側が記入 
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西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

（４）つながりの輪支えあい事業の支援体制図（イメージ） 
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西尾市つながりの輪支えあい事業実施計画 

つながりの輪支えあい事業の目標と改善サイクル 

 

 

（１）つながりの輪支えあい事業で目指すこと 

これまで説明してきたとおり、つながりの輪支えあい事業は、年齢や立場、抱え

ている困りごとの内容にかかわらず、誰もが安心して相談でき、必要な支援につな 

がる地域の仕組みをつくることを目的としています。近年、暮らしの中で感じる困

りごとは、ひとつの制度や窓口だけでは解決が難しい場合が増えています。本事業

では、相談を受け止める段階で「対応できない」と断るのではなく、関係する機関

が連携しながら、相談された方にとってよりよい支援の形を一緒に考えていくこと 

を大切にしています。また、相談への対応だけでなく、必要に応じて自宅や地域に

出向く支援（アウトリーチ）や、社会とのつながりを回復するための参加支援を通

じて、孤立を防ぎ、安心して暮らし続けられる地域づくりを進めます。 

しかし、暮らしの中で感じる困りごとには、社会の状況や個々の家族が抱える複 

雑な問題が絡み合っているため、既存の仕組みでは助けられない困りごとを根本的 

に解決するには、地域全体で困っている人を支える仕組み（セーフティネット）を 

作るだけでは十分ではありません。実は、私たちを取り巻く社会のあり方そのもの 

を変えていくことが必要だと考えています。この大切な点を見過ごすと、この国は 

誰もが自分のことで手いっぱいで他人に関心が向かない「ひとりぼっちの社会」に 

なってしまうと心配する声も少なくありません。もちろん、社会のあり方そのもの 

を変えることは簡単ではありませんし、時間のかかることです。そして、社会の変 

革を入口戦略とすると「生きる権利」のための出口戦略としてのセーフティネット 

は社会がどのような変革を遂げても完全に問題のない社会の実現は難しいことから、

万が一のための「備え」は常に必要になります。そのため、国とともに私たち市町 

村は、この入口と出口の重要な役割を担うことで、誰一人取り残さない住みやすい 

まちを目指しているのが現状になります。 

しかし、このような現状でありながら、Ｐ３の参考で説明したとおり、国からは 

セーフティネット（重層事業）に対して市町村に「どれくらいの成果を出すか」と

いう具体的な目標を求められており、現実とは少し違うと感じる面もあります。そ

れでも本市では、つなサポが稼働した場合に、少なくともこの水準は超えるとした

支援実績などを以下のとおり実施目標として設定し、必要な支援が届いているか、

途中で支援が止まっていないかを確認し、毎年その状況を見直していきます。 

４ 
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▼つながりの輪支えあい事業の実施目標（最低到達値） 

確 認 項 目 目  的 目 標 値 
➊ サポート会議の回数 多機関協働の有効性 年１２回以上 
➋ つなぐシートの活用数 多機関協働の円滑性 年１２回以上 

➌ アウトリーチ事業による
⾃宅訪問の件数 つながりの輪の拡⼤性 年１２回以上 

➍ 市⺠のつなサポ認知度 つなサポＰＲの効果 
市⺠アンケートで
10％以上（３年に
1 回程度実施） 

 

（２）つながりの輪支えあい事業の改善サイクル（ＰＤＣＡ） 

この計画に基づき、令和８年度から、つながりの輪支えあい事業がスタートし、

「つなサポ」がその中心を担います。事業の規模が大きいため、しばらくの間は様 

々なことを試しながら進めていくことになるでしょう。だからこそ、事業の状況を 

定期的に確認し、その結果を次に活かすことは不可欠です。 

 そこで、計画・実行・評価・改善のサイクル（ＰＤＣＡ）を回しながら、私たち 

自身で点検・評価を行います。さらに、関係機関や関係者の皆さんからの意見もし 

っかりと聞き入れ、改善点を見つけながら、事業が目指す基本理念の実現に向けて 

進捗を管理していきます。 

つながりの輪支えあい事業の進捗管理は、つながりの輪ワーキングチーム（ＷＴ） 

の代表者会議で行うものとし、必要に応じて「地域福祉計画推進委員会」などでも 

状況を報告・説明します。 

なお、実施目標以外の事業の成果や課題の確認方法は今後、長谷川俊雄ＳＶと協 

議して決めていく予定です。 

また、この計画については、基本的に改定は行わずに、ＷＴのつなサポミーティ 

ングで事業を進める中での課題を話し合い、運用面で変更していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

みんなちがって、みんないい 

We are all different and all wonderful. 2026.2.16@総合福祉センター 

第３回のつながり café（多機関協働研修）ではサポート会議で大切にしたいことを対 

話しました（Ｐ５5 参照）。ＷＳに参加した支援機関の皆さんありがとうございました！ 


